
Title 近時判例における民法七二四条後段所定の二〇年期間の問題性 :
違法買収・売渡処分関係事例

Sub Title Problematik der 20 jährigen Verjährung des §724 jap. BGB bei der
neueren Rechtspraxis, I

Author 内池, 慶四郎(Uchiike, Keishiro)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1986

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.59, No.12 (1986. 12) ,p.111- 142 

JaLC DOI
Abstract
Notes 伊東乾・林脇トシ子・阿久澤亀夫教授退職記念号
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19861228-0111

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


近
時
判
例
に
お
け
る

民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
期
間
の
問
題
性

　
　
　
i
違
法
買
収
・
売
渡
処
分
関
係
事
例
1

近時判例における民法724条後段所定の20年期間の問題性

一
　
問
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二
　
判
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法
行
為
に
よ
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損
害
賠
償
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求
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を
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と
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二
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条
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つ
い
て
は
、
と
く
に
同
条
前
段
所
定
の
三
年
期
間
に
関
す
る
か
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ぎ
り
、
大
審
院
よ
り
最
高
裁
に
至
る
多
数
の
判
例
が
集
積
し
て
お
り
．
学
説
も
こ
れ
に
対
応
す
る
各
事
例
の
具
体
的
検
討
を
経
て
研
究
が

進
展
し
、
現
況
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
対
膝
的
に
、
同
条
後
段
の
規
定
す
る
二
〇
年
期
間
に
関
し
て
は
、
上
告
審
段
階
の
判
決
は
希
で
あ
り
．
学
説
に
お

い
て
も
、
従
来
多
く
は
こ
の
期
間
の
法
的
性
質
と
起
算
点
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
る
に
止
ま
り
、
そ
の
具
体
的
適
用
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ

理
論
的
解
明
は
．
未
だ
開
拓
以
前
の
状
態
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
．
そ
の
理
由
は
，
三
年
期
間
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例

と
比
較
し
て
、
二
〇
年
期
間
の
事
例
が
実
際
上
は
な
は
だ
少
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
．
二
〇
年
期
間
の
問
題
自
体
が
概
念
論
争
的
色
彩
を

帯
び
、
実
務
上
、
理
論
上
の
切
実
な
関
心
事
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
二
〇
年
と
い
う
長
期
の
期
間
制
限
そ
の
も
の
が
、
一
〇

年
の
原
則
的
時
効
期
間
に
対
す
る
変
則
的
例
外
規
定
と
し
て
一
般
に
感
得
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
、
従
来
の
判
例
・
学
説
の
か
か
る
態
度
は
．
た
ま
た
ま
二
〇
年
期
間
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
、
い
さ
さ
か
好
ま
し
か
ら
ぬ

結
果
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
は
、
二
〇
年
期
間
に
独
自
の
存
在
理
由
が
無
視
さ
れ
て
、
も
っ
ば
ら
三
年
期
間
と
の
対
照
に
お

い
て
、
す
な
わ
ち
「
損
害
及
び
加
害
者
を
知
」
っ
た
時
と
い
う
三
年
期
間
の
主
観
的
起
算
点
か
ら
生
ず
る
浮
動
性
を
客
観
的
に
枠
づ
け
る

付
随
的
制
度
と
し
て
の
み
二
〇
年
期
間
の
特
質
が
把
握
さ
れ
、
期
間
の
固
定
化
に
よ
る
法
律
関
係
の
迅
速
な
安
定
が
、
被
害
者
の
権
利
保
．

護
の
要
請
を
超
え
て
特
段
に
強
調
さ
れ
る
傾
向
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
る
．
そ
の
二
は
、
「
不
法
行
為
の
時
」
を
起
算
点
と
す
る
二
〇

年
期
間
の
適
用
に
お
い
て
は
、
損
害
あ
る
い
は
加
害
行
為
が
期
間
起
算
点
と
し
て
持
つ
べ
き
合
理
性
の
究
明
が
重
要
で
あ
っ
て
、
こ
の
間

題
は
、
実
は
三
年
期
間
の
起
算
点
で
あ
る
被
害
者
の
認
識
の
、
認
識
客
体
た
る
「
損
害
及
び
加
害
者
」
を
決
定
す
る
問
題
と
し
て
、
認
識

態
容
の
解
明
に
先
行
す
る
は
ず
で
あ
る
．
二
〇
年
期
間
の
起
算
点
で
あ
る
「
不
法
行
為
」
の
究
明
が
等
閑
に
付
さ
れ
た
こ
と
は
、
逆
に
三

年
期
間
に
関
す
る
従
来
の
起
算
点
論
の
不
備
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
三
は
、
二
〇
年
期
間
に
関
す
る
従
来
の
多
く
の
論
議
は
、

各
種
具
体
的
事
例
に
則
し
た
実
地
検
証
を
経
る
こ
と
な
く
し
て
、
い
わ
ば
講
壇
的
教
義
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
用
的

合
理
性
は
、
未
だ
吟
味
さ
れ
了
っ
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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近時判例における民法724条後段所定の20年期問の問題性

　
近
時
に
至
り
、
と
く
に
昭
和
四
〇
年
代
後
半
よ
り
、
主
と
し
て
戦
後
の
農
地
改
革
に
お
け
る
農
地
の
違
法
な
買
収
・
売
渡
処
分
の
被
害

者
よ
り
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
が
頻
発
し
、
そ
の
ほ
か
に
も
登
記
手
続
上
の
過
誤
、
再
審
無
罪
判
決
、
あ
る
い
は
予
防
接

種
ワ
ク
チ
ン
禍
等
に
基
づ
く
国
家
賠
償
事
件
、
さ
ら
に
は
ク
・
ム
禍
、
じ
ん
肺
等
の
労
災
事
件
等
々
の
多
く
の
事
件
に
お
い
て
、
二
〇
年

期
間
の
適
用
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
判
例
が
次
々
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
事
件
の
争
点
は
、
直
接
に
は
起
算
点
の
判
定
に
関
す
る
も
の

が
多
い
が
、
期
間
の
性
質
・
内
容
に
関
連
し
て
、
そ
の
主
張
方
法
（
援
用
権
の
濫
用
）
、
放
棄
、
停
止
、
中
断
等
の
可
否
が
問
題
と
さ
れ
て

い
る
事
件
も
少
く
な
い
。
判
例
理
論
に
は
対
立
が
み
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
判
断
も
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
判
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

全
体
の
今
後
の
趨
勢
は
、
予
断
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
近
時
の
判
例
の
動
向
を
機
縁
と
し
て
、
わ
が
民
法
学
も
次
第
に
従
前
の
講
壇
的
興
味
を
脱
し
て
、
二
〇
年
期
間
の
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

合
理
性
を
具
体
的
に
検
討
し
、
そ
の
適
用
の
基
準
を
明
ら
か
と
す
る
好
機
会
を
得
る
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
．

　
さ
き
に
筆
者
は
、
二
〇
年
期
間
の
問
題
に
ふ
れ
、
現
在
の
学
界
に
お
け
る
圧
倒
的
通
説
と
も
い
う
べ
き
除
斥
期
間
論
ー
原
因
行
為
時
起

算
説
を
批
判
し
、
む
し
ろ
二
〇
年
期
間
を
通
常
の
時
効
と
解
し
た
往
時
の
通
説
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
起
算
点
を
損
害
発
生
時
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

解
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
私
見
は
、
発
表
当
時
の
わ
が
学
界
で
は
異
端
の
説
で
あ
っ
た
し
、
お
そ
ら
く
現
在
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
筆
者
の
基
本
的
立
場
は
現
在
も
変
ら
な
い
が
、
旧
稿
の
断
片
的
記
述
に
は
な
お
不
備
・
不
満
な
点
が
多
く
、
こ
れ
を

補
足
追
完
す
る
必
要
が
あ
り
、
と
り
わ
け
近
時
判
例
の
提
起
す
る
具
体
的
問
題
性
に
照
ら
し
て
従
来
の
立
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ

れ
に
対
立
す
る
通
説
的
見
解
と
の
論
議
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
上
で
有
意
義
不
可
欠
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
意
図
を
実
現
す
る
端
緒
と
し
て
、
近
時
判
例
事
案
の
特
質
と
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
判
例
理
論
の
内
容
を
考
察
し
、
二
〇

年
期
間
の
は
ら
む
具
体
的
問
題
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
紙
数
の
関
係
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
事
案
中
も
っ
と
も
多
数
を
占
め
る
違
法
買
収
・
売
渡
処
分
を
理
由
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
事

件
に
対
象
を
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
諸
事
案
に
つ
い
て
は
続
稿
（
法
研
六
〇
巻
二
号
所
収
）
に
お
い
て
扱
う
こ
と
と
す
る
．
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（
1
）
　
石
川
和
雄
・
判
例
解
説
（
訟
務
月
報
二
五
・
八
・
二
一
九
五
）
は
、
近
時
の
学
説
・
判
例
の
趨
勢
は
二
〇
年
期
間
を
除
斥
期
間
と
解
し
て
お
り
、

そ
の
起
算
点
に
つ
い
て
も
判
例
の
立
場
は
加
害
行
為
時
説
に
固
ま
り
つ
つ
あ
る
傾
向
を
示
す
、
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
　
し
か
し
少
く
と
も
判
例
理
論
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
除
斥
期
間
説
が
趨
勢
を
な
す
か
ど
う
か
は
未
だ
定
ま
ら
ず
、
除
斥
期
間
説
に
立
つ
判
例
に
お
い

　
て
も
、
そ
の
「
加
害
行
為
」
の
時
点
の
判
定
が
か
な
り
分
岐
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
文
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
．

（
2
）
　
従
来
の
学
説
の
理
論
的
関
心
は
、
も
っ
ば
ら
七
二
四
条
前
段
の
三
年
期
間
の
起
算
点
に
集
中
し
て
い
た
と
い
え
る
．
漸
く
近
時
に
い
た
り
、
浅

野
直
人
・
新
判
例
解
説
（
判
タ
三
九
一
・
五
三
以
下
）
、
成
田
博
・
民
事
判
例
研
究
（
法
学
四
四
・
四
・
一
二
二
以
下
）
、
柳
沢
秀
吉
「
不
法
行
為
責

任
に
関
す
る
二
〇
年
の
期
間
制
限
」
（
金
融
商
事
六
二
二
・
四
九
以
下
）
、
新
美
育
文
「
ク
・
ム
職
業
病
判
決
の
因
果
関
係
論
と
時
効
論
」
（
ジ
ュ
リ

七
五
八
・
七
四
以
下
）
、
徳
本
伸
一
「
民
法
七
二
四
条
に
お
け
る
長
期
二
〇
年
の
期
問
制
限
の
性
質
に
つ
い
て
」
（
金
沢
法
学
二
七
・
一
”
二
合
併
号

　
二
三
七
以
下
）
等
の
諸
論
説
が
、
具
体
的
事
例
を
通
し
て
二
〇
年
期
間
の
性
質
・
起
算
点
を
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ

れ
ら
の
研
究
に
多
く
の
示
唆
を
う
け
て
い
る
．

（
3
）
　
拙
稿
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
」
（
法
研
四
四
・
三
・
一
五
六
以
下
）
、
「
継
続
的
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
権
の
時
効
起
算
点
」
（
法
研
四
八
・
二
・
四
六
、
五
四
以
下
）
民
法
学
6
二
二
六
以
下
、
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
2
二
二
二
以
下
．

（
4
）
　
違
法
買
収
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
期
間
起
算
点
に
関
す
る
実
務
家
座
談
会
（
訟
務
二
四
・
一
別
四
一
以
下
）
の
発
言
は
、
時
効
ー
損

害
発
生
時
起
算
説
に
対
し
て
、
多
く
は
懐
疑
的
で
あ
る
。

　
　
私
見
に
対
す
る
除
斥
期
間
説
か
ら
の
批
判
と
し
て
は
、
前
掲
・
浅
野
解
説
五
四
頁
参
照
．
浅
野
教
授
は
．
予
想
し
え
な
い
損
害
に
つ
い
て
、
そ
の

発
生
前
に
時
効
が
完
成
す
る
結
論
ま
で
認
め
る
通
説
（
除
斥
期
間
t
加
害
行
為
時
起
算
説
）
に
は
疑
問
が
あ
る
、
と
し
て
除
斥
期
間
説
の
立
場
を
維

持
さ
れ
つ
つ
、
損
害
発
生
時
起
算
説
を
採
ら
れ
る
が
、
私
見
に
つ
い
て
は
「
現
実
に
は
二
〇
年
は
か
な
り
長
期
間
で
あ
り
、
こ
れ
を
さ
ら
に
延
長
さ

せ
る
余
地
の
あ
る
解
釈
は
支
持
を
う
け
に
く
い
で
あ
ろ
う
」
と
評
さ
れ
る
（
民
法
の
争
点
V
債
各
㈹
三
四
五
旧
版
）
。
も
っ
と
も
、
近
時
判
例
の
動

向
を
契
機
と
し
て
、
前
掲
柳
沢
・
新
美
・
徳
本
各
論
説
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
論
拠
か
ら
時
効
説
を
展
開
す
る
反
面
、
除
斥
期
間
説
に
お
い
て
も
、

後
発
損
害
に
つ
い
て
は
損
害
発
生
時
を
起
算
点
と
説
く
石
田
穣
・
民
法
講
義
6
三
九
〇
、
あ
る
い
は
権
利
侵
害
時
を
起
算
点
と
す
る
四
宮
和
夫
・
事

務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
（
下
）
六
五
一
等
の
主
張
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
．
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二
　
判
例
事
案
の
特
質
と
そ
の
類
型
的
処
理

近時判例における民法724条後段所定の20年期間の問題性

　
昭
和
四
〇
年
代
後
半
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
七
二
四
条
後
段
の
二
〇
年
期
問
の
適
用
に
関
す
る
判
例
は
　
　
最
高
裁
第
一
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

法
廷
昭
和
五
四
年
三
月
一
五
日
判
決
（
民
集
未
登
載
）
以
外
は
す
べ
て
下
級
審
判
例
で
あ
る
が
ー
か
な
り
多
数
で
あ
る
。
事
案
内
容
は

多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
判
例
理
論
も
ま
た
多
彩
を
極
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
括
し
て
扱
う
こ
と
は
困
難
で
あ

る
し
、
各
事
案
に
固
有
の
問
題
の
所
在
を
見
失
う
危
険
が
あ
る
．
そ
こ
で
、
各
事
案
に
お
け
る
加
害
者
と
被
害
者
と
の
関
係
、
加
害
行
為

の
態
容
、
損
害
発
生
の
情
況
と
い
っ
た
観
点
か
ら
事
案
の
特
質
に
着
目
し
て
、
一
定
の
類
型
化
・
系
列
化
を
ほ
ど
こ
し
て
み
る
と
き
、
｝

定
タ
イ
プ
に
属
す
る
判
例
事
案
ご
と
に
、
二
〇
年
期
間
の
適
用
上
共
通
す
る
固
有
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
処
す
る
判
例
理
論
の
展
開

に
も
、
お
の
づ
か
ら
あ
る
一
定
の
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
従
来
の
判
例
を

以
下
の
五
系
列
に
分
類
し
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。

A
系
列

B
系
列

C
系
列

D
系
列

E

　
A
～
D
各
系
列
は
、

こ
の
系
列
外
の
重
要
な
判
例
も
あ
り

ぽ
違
法
買
収
・
売
渡
処
分
と
登
記
過
誤
と
の
競
合
例
）

今
後
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
国
の
違
法
な
買
収
・
売
渡
処
分
に
か
か
る
国
家
賠
償
請
求
事
件

　
再
審
無
罪
判
決
を
え
た
受
刑
者
の
国
家
賠
償
請
求
事
件

　
労
災
職
業
病
の
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
事
件

　
違
法
な
登
記
事
務
処
理
等
に
か
か
る
国
家
賠
償
請
求
事
件

　
上
記
A
－
D
系
列
外
の
事
件

　
　
　
　
と
く
に
加
害
行
為
と
損
害
の
特
徴
に
着
目
し
た
分
類
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
網
羅
的
・
完
結
的
分
類
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
れ
ら
は
E
系
列
に
便
宜
的
に
含
め
る
）
、
各
系
列
事
案
の
特
質
が
複
合
す
る
具
体
的
ケ
ー
ス
（
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
あ
る
。
問
題
意
識
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
と
異
な
る
系
列
化
は
も
と
よ
り
可
能
で
あ
り
．

よ
り
重
要
な
新
系
列
事
案
が
登
場
す
る
こ
と
も
充
分
に
予
想
さ
れ
る
（
例
え
ば
土
地
工
作
物
等
の
蝦
疵
に
起
因
す
る
事
故
あ
る
い
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は
航
空
機
、
鉄
道
、
船
舶
事
故
、
医
療
過
誤
事
件
等
々
）
。
こ
こ
に
提
示
す
る
分
類
・
系
列
は
、
従
来
現
れ
た
判
例
事
案
に
則
し
て
判
例
理
論
の

動
向
を
把
え
る
た
め
の
試
論
的
構
成
で
し
か
な
い
。

　
各
系
列
に
属
す
る
判
例
と
し
て
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
で
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
各
事
件
の
判
旨
に
お
け
る
二
〇
年
期
間
の
性
質

決
定
（
時
効
、
除
斥
期
間
の
い
ず
れ
と
も
明
言
し
な
い
も
の
は
．
単
に
「
期
間
」
と
表
示
す
る
）
と
起
算
点
と
を
付
記
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
e
A
系
列
　
違
法
買
収
・
売
渡
処
分
関
係

①
大
阪
地
判
・
昭
四
五
・
二
・
一
〇
（
訟
務
二
四
・
二
・
二
一
五
）
時
効
完
成
．
買
収
・
売
渡
処
分
日
（
同
日
）
起
算
．

②
名
古
屋
地
判
・
昭
和
四
六
・
四
・
二
七
（
判
タ
ニ
四
六
・
壬
二
七
）
時
効
完
成
．
売
渡
処
分
日
起
算
。

③
熊
本
地
判
・
昭
和
四
七
・
八
・
一
四
（
訟
務
一
八
・
一
一
・
一
七
〇
五
）
除
斥
期
間
経
過
．
買
収
処
分
日
起
算
。

④
浦
和
地
判
・
昭
四
八
・
一
二
・
二
一
（
訟
務
二
〇
・
五
・
一
）
時
効
未
完
成
。
売
渡
処
分
日
起
算
．

⑤
東
京
地
判
・
昭
四
九
・
二
・
二
一
（
訟
務
二
四
・
二
・
二
二
〇
）
期
間
満
了
．
売
渡
処
分
日
起
算
。

⑥
神
戸
地
判
・
昭
五
〇
・
二
・
二
一
（
訟
務
二
五
・
一
二
・
二
九
六
八
）
除
斥
期
間
経
過
．
買
収
・
売
渡
処
分
日
（
同
日
）
起
算
。

⑦
長
野
地
判
・
昭
五
二
・
四
・
一
五
（
訟
務
二
四
・
丁
別
四
二
）
期
間
未
了
．
取
得
時
効
完
成
日
起
算
．

⑧
大
阪
高
判
・
昭
五
二
・
五
・
一
八
（
訟
務
二
五
・
二
で
二
九
七
五
）
ー
前
掲
⑥
事
件
控
訴
審
・
棄
却
－
判
決
理
由
⑥
と
同
旨
。

⑨
津
地
判
・
昭
五
二
・
九
・
二
八
（
訟
務
壬
二
二
二
・
二
一
四
八
）
時
効
完
成
。
売
渡
処
分
日
起
算
。

⑩
東
京
地
判
・
昭
五
三
・
二
・
二
二
（
訟
務
二
四
・
二
・
二
二
）
除
斥
期
間
経
過
．
売
渡
処
分
日
起
算
。

⑪
神
戸
地
判
・
昭
五
三
・
二
・
二
八
（
訟
務
二
四
・
二
・
三
五
六
）
期
間
満
了
。
売
渡
処
分
日
起
算
。

⑫
大
阪
地
判
・
昭
五
三
・
三
・
三
〇
（
訟
務
二
四
．
七
・
一
三
九
六
）
時
効
未
完
成
．
売
渡
処
分
日
起
算
。

⑬
東
京
高
判
・
昭
五
三
・
＝
丁
一
八
（
訟
務
二
五
・
四
・
九
五
七
）
ー
前
掲
⑩
事
件
控
訴
審
・
棄
却
．
同
旨
。

⑭
東
京
地
判
・
昭
五
四
・
二
・
｝
六
（
判
時
九
一
五
．
二
三
）
時
効
完
成
す
る
も
そ
の
援
用
は
権
利
濫
用
．
買
収
・
売
渡
処
分
日
起
算
。
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⑮
最
一
小
判
・
昭
五
四
・
三
・
一
五
（
訟
務
二
五
・
二
丁
二
九
六
二
．
民
集
未
登
載
）
1
前
掲
⑧
⑥
事
件
上
告
審
・
棄
却
．
同
旨
。

⑯
仙
台
地
判
・
昭
五
四
・
四
・
二
七
（
訟
務
二
五
・
八
二
二
九
四
）
除
斥
期
間
経
過
。
被
売
渡
人
の
所
有
権
移
転
登
記
日
起
算
。

⑰
東
京
地
判
・
昭
五
五
・
五
・
二
六
（
訟
務
二
六
・
九
．
一
五
七
一
）
除
斥
期
間
経
過
．
登
記
日
起
算
。

⑱
大
阪
地
判
・
昭
五
五
・
五
二
一
八
（
訟
務
二
六
・
九
・
一
五
六
八
）
除
斥
期
間
経
過
．
買
収
処
分
お
そ
く
も
売
渡
処
分
日
起
算
。

⑲
東
京
地
判
・
昭
五
六
・
二
・
二
三
（
判
タ
四
四
一
・
一
二
五
）
除
斥
期
間
経
過
．
登
記
日
起
算
．

⑳
長
崎
地
裁
大
村
支
判
・
昭
五
六
・
一
〇
・
一
（
訟
務
二
八
・
一
二
…
）
除
斥
期
間
経
過
．
登
記
日
起
算
。

⑳
神
戸
地
判
・
昭
五
六
・
二
・
二
〇
（
判
タ
四
六
七
・
一
五
五
）
除
斥
期
間
経
過
．
売
渡
処
分
日
起
算
．

⑳
大
阪
地
判
・
昭
五
八
・
四
・
二
五
（
判
時
一
〇
八
六
・
二
…
）
期
間
未
了
。
買
収
取
消
処
分
告
知
日
起
算
。

⑳
名
古
屋
地
判
・
昭
五
九
・
四
・
二
三
（
訟
務
三
〇
・
九
二
六
二
九
）
期
間
未
了
．
売
渡
処
分
日
起
算
。

　
⇔
B
系
列
　
再
審
無
罪
判
決
関
係

①
大
阪
地
判
・
昭
四
八
・
四
・
二
五
（
判
タ
ニ
九
五
・
二
三
）
除
斥
期
間
未
了
。
無
罪
判
決
確
定
時
起
算
。

②
大
阪
高
判
・
昭
五
〇
・
一
一
・
二
六
（
判
時
八
〇
四
・
一
五
）
前
掲
①
事
件
控
訴
審
・
原
判
決
取
消
、
被
控
訴
人
の
請
求
を
棄
却
．
但
し

二
〇
年
期
間
の
性
質
、
起
算
点
に
つ
い
て
は
原
判
決
の
判
断
を
維
持
．

③
広
島
地
判
・
昭
五
五
・
七
・
一
五
（
判
時
九
七
一
・
一
九
）
除
斥
期
間
未
了
．
無
罪
判
決
確
定
時
起
算
．

　
㊧
C
系
列
　
労
災
職
業
病
関
係

①
東
京
地
判
・
昭
五
六
・
九
・
二
八
（
判
時
一
〇
一
七
・
三
四
i
日
本
化
エ
ク
・
ム
労
災
訴
訟
）
時
効
未
完
成
．
損
害
顕
在
化
時
起
算
。

②
宮
崎
地
裁
延
岡
支
判
・
昭
五
八
・
三
・
二
三
（
判
時
一
〇
七
二
二
八
ー
松
尾
砒
素
鉱
毒
訴
訟
）
時
効
未
完
成
．
損
害
顕
在
化
時
起
算
．

③
前
橋
地
判
・
昭
六
〇
・
一
一
・
一
二
（
判
時
一
一
七
二
二
五
）
期
間
未
了
．
被
害
者
退
職
時
起
算
．

　
四
D
系
列
　
違
法
登
記
事
務
処
理
等
関
係
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①
東
京
高
判
・
昭
五
七
・
四
・
二
八
（
訟
務
二
八
・
七
・
一
四
二
）
除
斥
期
間
経
過
。
原
因
行
為
時
起
算
。

②
宇
都
宮
地
裁
大
田
原
支
判
・
昭
五
七
・
一
一
・
二
九
（
判
時
一
〇
八
一
・
一
一
四
）
除
斥
期
間
経
過
。
登
記
済
証
交
付
時
起
算
。

③
東
京
地
判
・
昭
五
八
・
二
二
二
　
（
判
時
一
〇
九
一
・
一
一
〇
）
除
斥
期
間
経
過
、
分
筆
登
録
な
い
し
登
記
時
起
算
．

　
な
お
本
系
列
類
似
事
例
と
し
て
大
阪
地
判
・
昭
五
三
・
二
・
二
七
（
判
タ
三
六
二
．
二
四
八
ー
戸
籍
事
務
処
理
過
誤
事
件
）
除
斥
期
間
経
過
。

　
民
事
局
長
指
示
な
い
し
戸
籍
編
成
時
起
算
。

　
㈲
E
　
上
記
各
系
列
以
外
の
事
例

①
福
島
地
裁
磐
城
支
判
・
昭
五
八
・
一
・
二
五
（
判
タ
五
〇
六
・
一
四
二
）
時
効
完
成
後
の
承
認
に
よ
り
援
用
は
信
義
則
違
反
。
加
害
行
為

ロ
事
故
発
生
日
起
算
．

②
福
岡
高
裁
宮
崎
支
判
・
昭
五
九
・
九
・
二
（
判
時
一
一
五
九
・
一
〇
八
）
時
効
完
成
す
る
も
援
用
は
権
利
濫
用
．
加
害
行
為
目
事
故
発
生

日
起
算
．

③
名
古
屋
地
判
・
昭
六
〇
・
一
〇
二
一
二
　
（
判
時
一
一
七
五
・
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
東
海
地
方
訴
訟
）
時
効
完
成
す
る
も
援
用
は
権
利
濫
用
。

後
遺
障
害
発
症
時
起
算
．

　
以
上
を
通
し
て
み
る
と
、
総
計
三
六
判
決
（
上
告
審
・
控
訴
審
の
判
断
も
一
応
別
個
の
も
の
と
し
て
算
入
）
の
う
ち
、
二
〇
年
期
間
を
時
効

と
解
す
る
も
の
一
一
件
、
除
斥
期
間
と
解
す
る
も
の
一
九
件
、
期
間
の
性
質
を
明
言
し
な
い
も
の
が
六
件
あ
る
．
こ
れ
を
系
列
ご
と
に
み

る
な
ら
ば
、
A
系
列
に
お
い
て
は
二
三
件
中
に
、
時
効
説
に
立
つ
も
の
六
件
、
除
斥
期
間
説
一
二
件
、
単
に
「
期
間
」
と
の
み
表
現
す
る

も
の
五
件
で
あ
り
、
多
少
と
も
判
定
の
分
散
が
目
立
つ
が
、
B
お
よ
び
D
系
列
に
属
す
る
七
件
は
い
ず
れ
も
除
斥
期
間
、
こ
れ
に
反
し
て

C
お
よ
び
E
系
列
で
は
、
時
効
五
件
、
「
期
間
」
一
件
で
、
除
斥
期
間
と
判
示
し
た
判
決
の
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
．
起
算
点
の
判
定

に
つ
い
て
は
、
各
系
列
ご
と
に
、
あ
る
程
度
集
中
す
る
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
系
列
に
よ
っ
て
は
、
事
案
ご
と
に
か
な
り
の
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隔
差
が
あ
る
こ
と
は
（
と
く
に
A
系
列
）
、
後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
．
こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
判
決
は
、

ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
各
事
案
に
お
い
て
二
〇
年
期
間
の
性
質
と
そ
の
起
算
点
を
認
定
し
て
い
る
の
か
．
各
系
列
事
案
の
特
質
と
の
関

連
性
か
ら
、
判
例
理
論
の
内
容
を
検
討
す
べ
ぎ
必
要
が
あ
ろ
う
．
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
A
系
列
が
考
察
の
対
象
で
あ
る
．

近時判例における民法724条後段所定の20年期間の問題性

（
1
）
　
本
件
事
案
は
、
旧
地
主
で
あ
る
被
買
収
者
が
、
本
件
買
収
処
分
に
は
在
村
地
主
を
不
在
地
主
と
誤
認
し
た
明
白
か
つ
重
大
な
暇
疵
が
あ
る
と
し

　
て
，
県
知
事
お
よ
び
被
売
渡
人
ら
を
相
手
と
し
て
買
収
処
分
の
無
効
確
認
等
を
、
ま
た
国
を
相
手
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
が
、
一
審
A
⑥
、
二

審
A
⑧
と
も
に
敗
訴
し
た
た
め
上
告
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
．

　
　
一
審
A
⑥
判
決
は
、
「
原
告
の
被
告
国
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
t
買
収
時
点
で
あ
る
昭
和
二
二
年
二
月
二
日
に
発
生
し
、
右
の
時
点
か

　
ら
右
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
．
と
こ
ろ
で
、
民
法
七
二
四
条
の
二
〇
年
の
期
間
は
除
斥
期
問
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
と
こ
ろ
、
i
右
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
民
法
七
二
四
条
に
よ
り
不
法
行
為
の
時
か
ら
起
算
し
た
二
〇
年
の
時
点
で
既
に
消
滅
し
て
い
た
も

　
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
判
示
し
、
第
二
審
A
⑧
判
決
も
、
二
の
理
由
を
維
持
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
．

　
　
上
告
理
由
と
し
て
、
原
告
・
控
訴
人
よ
り
、
原
判
決
が
二
〇
年
期
間
を
除
斥
期
間
と
解
し
、
被
上
告
人
ら
の
援
用
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
請
求
権
が

当
然
に
消
滅
し
た
と
判
断
し
て
い
る
の
は
，
七
二
四
条
後
段
の
規
定
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
最
高
裁
A
⑮
は
、

　
【
所
論
の
点
に
関
す
る
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
い
」
と
判
示
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
　
本
件
事
案
で
は
、
第
一
審
よ
り
上
告
審
に
い
た
る
ま
で
．
何
故
に
二
〇
年
期
間
を
除
斥
期
間
と
解
し
、
起
算
点
を
買
収
日
（
本
件
で
は
買
収
・
売

渡
処
分
は
同
日
）
と
す
る
か
に
つ
い
て
の
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
2
）
　
従
来
主
と
し
て
こ
の
系
列
の
判
例
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
前
掲
成
田
、
柳
沢
判
批
参
照
。

（
3
）
　
本
系
列
の
判
例
で
は
．
自
創
法
に
基
づ
く
買
収
・
売
渡
処
分
の
被
買
収
者
な
い
し
旧
地
主
か
ら
国
に
対
し
て
賠
償
を
請
求
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

し
か
し
処
分
は
自
創
法
に
よ
る
処
分
に
限
ら
ず
（
A
⑩
⑬
）
、
ま
た
被
売
渡
人
な
い
し
そ
の
転
得
者
か
ら
国
に
対
し
て
賠
償
を
請
求
す
る
事
案
も
、

本
系
列
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
本
系
列
事
案
の
特
質
、
違
法
処
分
と
各
被
害
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
四
節
本
文
参
照
。
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三
　
A
系
列
に
お
け
る
判
例
理
論
の
展
開

　
本
系
列
事
案
に
お
け
る
当
事
者
関
係
の
特
色
は
、
公
権
力
の
発
動
と
し
て
土
地
の
買
収
・
売
渡
処
分
を
強
行
す
る
国
と
、
買
収
処
分
の

相
手
方
た
る
被
買
収
者
な
い
し
旧
地
主
、
売
収
処
分
の
相
手
方
た
る
被
売
渡
人
な
い
し
そ
の
転
得
者
が
三
面
的
に
対
立
す
る
点
に
あ
る

（
買
収
処
分
を
経
ず
に
売
渡
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
、
こ
の
三
面
関
係
が
生
じ
、
買
収
処
分
は
、
と
く
に
自
創
法
で
は
、
売
渡
処
分
を
目
的
と
す
る
）
。

こ
の
三
面
関
係
に
お
い
て
積
極
的
・
主
導
的
役
割
を
荷
う
国
が
な
し
た
違
法
処
分
は
、
必
然
的
に
他
の
対
立
当
事
者
た
る
被
買
収
者
な
い

し
旧
地
主
と
被
売
渡
人
な
い
し
転
得
者
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
双
方
の
法
律
上
，
事
実
上
の
地
位
に
影
響
を
及
ぽ
す
．
こ
こ
に
お
い
て
．

被
買
収
者
な
い
し
旧
地
主
と
被
売
渡
人
な
い
し
転
得
者
と
の
間
に
処
分
客
体
の
所
有
権
帰
属
を
争
う
紛
争
を
生
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
な

り
行
き
（
多
く
は
、
被
売
渡
人
側
に
お
け
る
時
効
取
得
の
成
否
）
に
応
じ
て
、
一
方
で
は
被
買
収
者
・
旧
地
主
か
ら
国
に
対
し
て
、
他
方
で
は

被
売
渡
人
・
転
得
者
か
ら
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
が
な
さ
れ
る
と
い
う
、
本
系
列
に
固
有
の
紛
争
形
態
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
国
側
の
提
出
す
る
二
〇
年
期
間
の
抗
弁
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
多
く
争
点
と
さ
れ
る
起
算
点
の
判
定
に
関
し
て
は
、
自
創

法
上
の
処
分
で
は
．
買
収
・
売
渡
計
画
の
樹
立
、
承
認
、
公
示
か
ら
被
買
収
者
に
対
す
る
買
収
令
書
交
付
（
買
収
処
分
）
、
被
売
渡
人
に
対

す
る
売
渡
通
知
書
交
付
（
売
渡
処
分
）
、
被
売
渡
人
に
お
け
る
所
有
権
移
転
登
記
、
自
主
占
有
取
得
等
の
段
階
を
経
て
、
被
売
渡
人
、
転
得

者
ら
に
お
け
る
取
得
時
効
の
完
成
、
援
用
と
い
う
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
時
点
に
、
二
〇
年
期
間
の
起
算
点
た
る
「
不
法
行
為
ノ

時
」
を
求
め
る
か
が
問
題
と
な
る
．
以
下
に
お
い
て
、
除
斥
期
間
説
、
時
効
説
、
期
間
の
性
質
を
明
示
し
な
い
立
場
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠
と

判
定
と
を
考
察
し
よ
う
。

　
e
除
斥
期
間
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
除
斥
期
間
説
の
論
理
を
明
快
に
判
示
し
た
も
の
と
し
て
、
前
掲
⑬
東
京
高
裁
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
八
日
判
決
が
あ
る
。
旧
所
有
者
よ

り
、
国
が
本
件
土
地
を
買
収
し
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
訴
外
人
に
売
渡
し
、
同
訴
外
人
の
時
効
取
得
に
よ
り
本
件
土
地
所
有
権
喪
失
の
損
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害
を
蒙
っ
た
と
し
て
、
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
判
旨
は
説
く
。

近時判例における民法724条後段所定の20年期間の問題性

　
「
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
は
除
斥
期
間
を
定
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
右
規
定
の
趣
旨
が
、
同
条
前
段
の
三
年
の
時
効
が
損
害
及
び
加

害
者
の
認
識
と
い
う
被
害
老
の
主
観
的
事
情
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
浮
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
を
制
限
し
て
被
害
者
の
認

識
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
画
一
的
に
で
き
る
だ
け
速
か
に
法
律
関
係
の
確
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
に
あ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
及
び
二
〇
年
の
期
間

は
通
常
の
消
滅
時
効
の
期
間
を
倍
加
す
る
も
の
で
、
実
際
上
も
か
な
り
長
期
で
あ
り
、
そ
の
上
さ
ら
に
中
断
を
認
め
て
期
間
の
伸
長
を
許
す
結
果
と
な

る
こ
と
は
、
右
の
期
間
を
定
め
た
右
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
す
れ
ば
、
除
斥
期
間
と
解
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
っ
て
、
時

効
と
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
右
規
定
の
以
上
の
趣
旨
、
性
質
に
鑑
み
る
と
、
右
規
定
の
『
不
法
行
為
ノ
時
』
と
い
う
の
は
、
損
害
発
生
の
原
因
を
な
す
加
害
行
為
が
な
さ

れ
た
時
を
い
い
、
さ
ら
に
、
右
の
『
加
害
行
為
が
な
さ
れ
た
時
』
と
い
う
の
は
、
字
義
ど
お
り
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

当
該
加
害
行
為
の
な
さ
れ
た
こ
と
が
被
害
老
に
認
識
さ
れ
た
時
、
あ
る
い
は
認
識
さ
れ
得
る
よ
う
な
外
部
的
表
象
を
備
え
る
に
至
っ
た
時
と
解
す
べ
き

も
の
で
は
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
『
不
法
行
為
ノ
時
』
を
も
っ
て
損
害
発
生
の
原
因
を
な
す
加
害
行
為
が
な
さ
れ
た
時
と
解
す
る
と
、
加
害
行
為
の
時
と
当
該
行
為
に
よ

る
損
害
発
生
の
時
と
の
間
に
時
間
的
な
間
隔
が
あ
る
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
未
だ
発
生
し
て
い
な
い
う
ち
に
二
〇
年
の
期
間
が
進
行
を
開
始

す
る
こ
と
と
な
る
け
れ
ど
も
、
右
の
期
間
を
前
述
の
よ
う
に
除
斥
期
間
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
あ
な
が
ち
不
合
理
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。

　
本
事
案
で
は
、
買
収
処
分
を
経
ず
に
本
件
土
地
が
売
渡
さ
れ
、
し
か
も
戦
後
の
区
画
整
理
の
混
乱
か
ら
新
旧
登
記
簿
が
同
一
土
地
に
併

存
す
る
事
情
が
あ
り
、
国
の
違
法
な
売
渡
処
分
は
被
害
者
た
る
旧
所
有
者
に
お
い
て
認
識
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、

旧
所
有
者
が
、
売
渡
処
分
時
を
起
算
点
と
判
示
し
た
原
判
決
⑩
東
京
地
判
・
昭
五
三
・
二
・
二
二
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
判
決
は

上
記
の
よ
う
に
、
「
被
害
者
の
認
識
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
画
一
的
に
で
き
る
だ
け
速
か
に
法
律
関
係
の
確
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
」
七
二

四
条
後
段
の
「
趣
旨
」
か
ら
、
二
〇
年
期
間
を
除
斥
期
間
と
断
定
し
、
同
様
に
し
て
「
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
」
と
い
う
起
算
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点
決
定
の
基
準
を
導
き
出
し
て
、
原
審
の
判
断
を
維
持
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
二
〇
年
期
間
の
性
質
と
起
算
点
に
関
す
る
上
記
判
旨
の
理
由
付
け
は
、
⑯
仙
台
地
裁
昭
和
五
四
年
四
月
二
七
日
判
決
が
踏
襲
す
る
．
事

案
は
、
県
が
原
告
と
訴
外
人
と
に
二
重
に
売
渡
通
知
書
を
交
付
し
、
訴
外
人
の
た
め
に
所
有
権
移
転
登
記
を
嘱
託
し
同
訴
外
人
が
本
件
土

地
を
時
効
取
得
す
る
に
至
り
、
原
告
よ
り
国
に
対
し
て
土
地
所
有
権
喪
失
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
判
旨
は
、

七
二
四
条
の
制
度
趣
旨
か
ら
二
〇
年
期
間
の
除
斥
期
間
た
る
性
質
、
「
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
」
と
し
て
の
起
算
点
を
導
く
上

で
、
前
記
東
京
高
裁
の
判
文
を
文
字
通
り
忠
実
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
。
但
し
、
「
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
」
の
具
体
的
認
定
に
あ

た
っ
て
は
、
「
た
と
え
宮
城
県
知
事
の
な
し
た
右
の
各
売
渡
処
分
及
び
登
記
嘱
託
が
違
法
で
こ
れ
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
し
て
も
』

云
々
と
述
べ
て
、
売
渡
処
分
後
に
な
さ
れ
た
所
有
権
移
転
登
記
日
か
ら
起
算
し
て
い
る
．

　
と
も
あ
れ
、
被
害
者
の
主
観
的
事
情
を
問
わ
ぬ
画
一
的
基
準
に
よ
る
速
か
な
法
律
関
係
の
安
定
の
要
請
と
、
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ

れ
た
時
と
い
う
起
算
点
決
定
基
準
と
は
、
判
例
理
論
に
お
け
る
除
斥
期
間
－
原
因
行
為
時
起
算
説
の
明
瞭
な
図
式
的
表
現
と
し
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

後
の
⑲
東
京
地
裁
昭
和
五
六
年
二
月
二
三
日
判
決
に
も
再
現
さ
れ
て
い
る
．

　
除
斥
期
間
－
原
因
行
為
時
起
算
と
い
う
上
記
判
例
理
論
は
、
⑱
大
阪
地
裁
昭
和
五
五
年
五
月
二
八
日
判
決
に
よ
っ
て
、
更
に
補
強
さ
れ

た
内
容
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
事
案
は
、
自
創
法
所
定
の
買
収
除
外
事
由
を
看
過
し
た
買
収
処
分
に
お
い
て
被
売
渡
人
に
取
得
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

効
が
完
成
し
た
こ
と
に
よ
り
所
有
権
を
喪
失
し
た
旧
所
有
者
よ
り
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
る
．
長
文
に
わ
た
る
が
、

時
効
説
か
ら
の
批
判
に
答
え
て
、
除
斥
期
問
ー
原
因
行
為
時
起
算
説
の
論
拠
を
詳
細
に
説
い
た
重
要
な
判
旨
を
含
む
も
の
な
の
で
、
以
下

に
引
用
す
る
。

　
　
　
「
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
『
不
法
行
為
ノ
時
ヨ
リ
ニ
○
年
』
と
す
る
期
間
が
消
滅
時
効
期
間
か
除
斥
期
間
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
存
す
る
と
こ

　
ろ
で
あ
る
が
、
同
条
前
段
所
定
の
三
年
の
時
効
期
間
の
起
算
点
が
被
害
老
ま
た
は
法
定
代
理
人
が
損
害
お
よ
び
加
害
者
を
知
っ
た
時
に
な
っ
て
お
り
．

　
加
害
者
の
法
的
地
位
が
被
害
者
の
主
観
的
事
情
に
よ
っ
て
浮
動
的
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
他
面
よ
り
加
害
者
の
法
的
安
定
を
は
か
る
た
め
に
、
被
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害
者
が
損
害
お
よ
び
加
害
者
を
知
ら
な
く
と
も
不
法
行
為
の
時
よ
り
起
算
す
る
こ
と
と
し
．
た
だ
し
そ
の
場
合
被
害
者
側
が
実
際
に
権
利
の
行
使
が
で

き
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
期
間
の
進
行
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
点
を
考
慮
し
て
、
一
般
の
消
滅
期
間
を
倍
加
し
て
二
〇
年
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
、
右
の
二
〇
年
の
期
間
は
か
な
り
長
期
で
あ
り
、
そ
の
上
さ
ら
に
中
断
を
認
め
て
期
間
の
伸
長
を
許
す
結
果
と
な
る
こ
と
は
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
も

の
と
考
え
る
か
ら
、
右
の
二
〇
年
は
除
斥
期
間
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
原
告
は
右
の
『
不
法
行
為
ノ
時
』
と
い
う
の
は
不
法
行
為
の
要
件
で
あ
る
被
害
の
発
生
の
時
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
も
し
そ
う
解
さ
な

け
れ
ぽ
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
し
な
い
う
ち
に
除
斥
期
間
が
進
行
し
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
し
た
と
き
に
は
既
に
除
斥
期
間
が
経
過
し
て
い
る

と
い
う
不
当
な
事
態
が
発
生
し
か
ね
な
い
旨
主
張
す
る
．

　
な
る
ほ
ど
、
理
屈
の
上
で
は
原
告
指
摘
の
よ
う
な
事
態
も
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
が
、
右
の
『
不
法
行
為
ノ
時
』
を
加
害
行
為
の
時
と
解
し
て
も
右
の

二
〇
年
の
期
間
は
か
な
り
長
期
で
あ
る
か
ら
．
通
常
の
場
合
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
損
害
は
加
害
行
為
の
時
か
ら
二
〇
年
の
期
間
内
に
発

生
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
告
指
摘
の
よ
う
な
不
当
な
事
態
が
実
際
に
発
生
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
．
も
と
も
と
右
の
二
〇
年
の
期
間
は
前
記
の
と

お
り
被
害
者
側
の
主
観
的
事
情
に
よ
る
浮
動
性
を
排
除
し
て
、
加
害
者
の
法
的
安
定
を
は
か
る
た
め
に
、
被
害
者
が
損
害
お
よ
び
加
害
者
を
知
ら
な
い

た
ゐ
実
際
上
権
利
の
行
使
が
で
き
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
期
間
の
進
行
を
認
め
る
建
前
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
、
加
害
行
為
の
時
か
ら
右
の
二
〇
年
の

期
間
の
進
行
を
認
め
て
も
、
そ
の
期
間
内
に
通
常
損
害
も
発
生
す
る
こ
と
、
お
よ
び
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
は
、
債
務
不
履
行
の
場
含
と
異
り
、
未

知
の
当
事
老
間
に
お
い
て
予
期
し
な
い
偶
然
の
事
故
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
の
が
特
色
で
あ
る
か
ら
、
加
害
者
と
し
て
も
損
害
の
発
生
お
よ
び
そ
の
態

様
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
、
加
害
老
に
と
っ
て
明
ら
か
な
加
害
行
為
の
時
を
も
っ
て
右
の
二
〇
年
の
期
間
の
起
算
点
と
す
る

と
い
う
考
え
方
に
も
一
応
の
合
理
性
が
あ
る
こ
と
に
徴
す
る
と
、
右
の
二
〇
年
の
期
間
は
加
害
行
為
の
時
か
ら
起
算
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
、
鉱
業
法
二
五
条
一
項
後
段
は
鉱
害
に
つ
い
て
『
損
害
の
発
生
の
時
か
ら
二
〇
年
を
経
過
し
た
と
き
』
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
消

滅
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
．
そ
れ
は
鉱
害
の
場
合
に
は
加
害
行
為
の
時
と
損
害
発
生
の
時
と
の
問
に
時
間
的
経
過
を
要
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
に

民
法
の
前
記
条
項
に
対
し
特
別
の
規
定
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
前
記
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
i
原
告

主
張
の
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
は
右
買
収
令
書
交
付
時
、
遅
く
と
も
右
売
渡
通
知
書
交
付
時
か
ら
二
〇
年
の
除
斥
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
よ
り
消
滅

し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
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こ
の
⑱
判
決
は
、
上
記
⑬
⑯
⑲
各
判
決
と
と
も
に
除
斥
期
間
－
原
因
行
為
時
起
算
説
の
論
理
を
採
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
さ
き
の
三
判

決
の
判
旨
と
比
較
す
る
と
、
論
旨
が
詳
細
に
わ
た
る
反
面
、
力
点
の
お
き
方
が
微
妙
に
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
⑬
⑯
⑲
各
判
決
が
「
画
一
的
に
で
き
る
だ
け
速
か
に
法
律
関
係
の
安
定
を
は
か
る
」
二
〇
年
期
間
の
趣
旨
を
強
調
す
る
の
に

対
し
て
、
本
判
決
は
、
単
に
「
加
害
者
の
法
的
安
定
」
を
指
摘
す
る
に
止
め
、
判
旨
の
主
眼
は
む
し
ろ
、
原
因
行
為
時
か
ら
二
〇
年
と
い

う
期
間
の
幅
が
一
般
の
消
滅
時
効
期
間
を
「
倍
加
」
し
た
「
か
な
り
長
期
」
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
保
護
の
上
で
必
ず
し
も
不
当
な
結
果

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
論
証
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
除
斥
期
間
説
が
立
論
の
出
発
点
と
し
て
強
調
す
る
法
律
関
係
の
迅
速
な

安
定
と
い
う
要
求
と
、
二
〇
年
と
い
う
長
期
間
の
設
定
と
が
ど
う
し
て
調
和
す
る
の
か
は
、
既
に
大
ぎ
な
問
題
で
あ
る
が
、
本
判
決
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

一
応
こ
の
点
を
回
避
し
た
上
で
、
二
〇
年
期
間
は
か
な
り
長
期
で
あ
る
故
に
、
そ
の
期
間
内
に
「
通
常
の
損
害
」
は
発
生
す
る
も
の
で
、

被
害
老
の
権
利
保
護
に
は
必
要
か
つ
充
分
で
あ
り
．
期
間
経
過
後
の
請
求
権
成
立
と
い
っ
た
原
告
主
張
の
危
惧
は
、
論
理
的
に
は
あ
り
う

る
と
し
て
も
、
現
実
に
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
き
の
⑬
判
決
が
、
二
〇
年
期
間
を
除
斥
期
間
と

解
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
「
あ
な
が
ち
不
合
理
と
い
う
こ
と
は
で
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
形
式
論
理
的
に
処
理
し
て
い
る
の
に
く
ら

べ
る
と
、
本
判
旨
は
、
問
題
を
よ
り
実
質
的
に
検
討
し
て
い
る
も
の
と
評
価
し
て
よ
い
。
な
お
起
算
点
に
関
し
て
は
、
本
判
決
は
、
「
加

害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
」
と
い
う
定
義
を
維
持
し
な
が
ら
、
上
記
の
加
害
者
の
法
的
安
定
と
い
う
観
点
か
ら
、
加
害
者
に
と
っ
て

明
ら
か
な
加
害
行
為
の
時
点
よ
り
起
算
す
る
こ
と
に
「
一
応
の
合
理
性
」
が
あ
る
と
説
き
、
加
害
者
側
の
認
識
可
能
性
を
原
因
行
為
判
定

の
一
要
因
と
把
え
て
い
る
こ
と
も
、
本
判
旨
理
論
の
特
色
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
⇔
時
効
説

　
本
系
列
に
お
い
て
時
効
説
を
採
る
判
例
の
う
ち
、
期
間
の
性
質
、
起
算
点
の
論
拠
を
明
言
す
る
も
の
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
以
下
の
各

判
決
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
⑨
津
地
裁
昭
和
五
二
年
九
月
二
八
日
判
決
は
、
被
売
渡
人
の
時
効
取
得
に
よ
り
所
有
権
を
喪
っ
た
旧
所
有
者
か
ら
国
に
対
す
る
損
害
賠
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償
の
請
求
を
、
二
〇
年
の
消
滅
時
効
完
成
を
理
由
と
し
て
（
期
間
の
性
質
を
時
効
と
解
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
別
段
の
説
示
が
な
い
）
、

た
も
の
で
あ
る
が
、
時
効
起
算
点
を
売
渡
処
分
時
に
求
め
る
べ
き
根
拠
を
．
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

棄
却
し

近時判例における民法724条後段所定の20年期間の問題性

　
取
得
時
効
完
成
に
よ
り
原
告
ら
が
「
所
有
権
を
喪
失
し
た
と
す
る
も
、
時
効
の
遡
及
効
に
よ
り
、
そ
れ
は
1
時
効
取
得
者
の
各
占
有
開
始
時
で
あ

る
前
示
売
渡
処
分
頃
時
に
遡
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
と
き
所
有
権
喪
失
に
よ
る
損
害
も
発
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
と
き
か
ら
二

〇
年
が
経
過
し
た
と
き
1
右
損
害
賠
償
請
求
権
は
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
そ
う
解
し
な
い
と
き
、
徒
ら
に
長
期
間
経
過
後
に

お
け
る
損
害
賠
償
請
求
及
び
時
効
完
成
な
い
し
援
用
ま
で
時
効
期
間
の
進
行
を
手
を
撲
い
て
待
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
不
当
で
あ
る
し
、

ま
た
悪
意
又
は
過
失
あ
る
占
有
者
は
時
効
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
し
て
も
不
法
行
為
者
と
し
て
そ
の
利
益
相
当
分
を
損
害
賠
償
と
し
て
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
、
取
得
時
効
制
度
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
結
果
が
招
来
さ
れ
る
）
」
。

　
本
判
決
は
、
二
〇
年
の
起
算
点
を
一
応
は
取
得
時
効
完
成
に
よ
る
原
権
利
者
の
所
有
権
喪
失
と
い
う
損
害
の
発
生
時
に
求
め
な
が
ら
、

こ
の
時
点
が
、
取
得
時
効
の
遡
及
効
（
民
法
一
四
四
条
）
に
よ
り
売
渡
処
分
時
に
ま
で
遡
る
、
と
い
う
構
成
を
採
る
。
す
な
わ
ち
、
判
旨
は

時
効
－
損
害
発
生
時
起
算
の
論
理
的
枠
組
み
を
採
り
つ
つ
、
現
実
の
起
算
点
を
、
被
売
渡
人
の
占
有
開
始
時
－
売
渡
処
分
完
了
時
に
遡
ら

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
効
ー
原
因
行
為
時
起
算
と
同
様
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
判
旨
が
、
取
得
時
効
と
の
制
度
的

連
絡
・
調
和
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、
売
渡
処
分
後
、
取
得
時
効
の
完
成
を
み
る
以
前
に
お
い
て
被
害
者
た
る
旧
所
有
者
の
権
利
行
使
が
可

能
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
そ
の
権
利
不
行
使
の
責
を
負
う
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
つ
い
で
⑫
大
阪
地
裁
昭
和
五
三
年
三
月
三
〇
日
判
決
は
、
同
様
に
被
売
渡
人
の
時
効
取
得
に
よ
り
所
有
権
喪
失
の
損
害
を
蒙
っ
た
旧
所

有
者
か
ら
の
国
に
対
す
る
賠
償
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
七
二
四
条
の
文
言
と
立
法
沿
革
を
理
由
に
時
効
説
を
採
り
、
損
害
額
算
定
の
基
準

時
を
取
得
時
効
完
成
時
と
し
つ
つ
、
二
〇
年
期
間
の
起
算
点
を
売
渡
処
分
時
に
求
め
て
い
る
．

「
e
　
ま
ず
、
民
法
第
七
二
四
条
後
段
所
定
の
期
問
が
被
告
の
主
張
す
る
よ
う
に
除
斥
期
間
で
あ
る
と
解
す
る
説
は
、
近
時
有
力
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

法
の
明
文
妾
、
の
他
か
よ
う
に
解
す
べ
き
合
理
的
根
拠
は
な
い
。
同
条
の
規
定
は
、
ド
イ
ッ
法
か
ら
の
継
受
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
同
条
に
相
当
す
る
現
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行
ド
イ
ッ
民
法
第
八
五
二
条
お
よ
び
こ
れ
に
至
る
第
紺
、
第
二
草
案
の
案
文
に
所
定
の
三
年
お
よ
び
三
〇
年
（
日
本
民
法
第
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二

　
〇
年
に
相
当
す
る
も
の
）
が
い
ず
れ
も
消
滅
時
効
の
期
間
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
文
言
に
照
ら
し
明
ら
か
で
あ
る
。
民
法
第
七
二
四
条
後
段
所
定
の
期

　
間
が
消
滅
時
効
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
か
つ
て
久
し
く
疑
わ
れ
な
か
っ
た
見
解
は
、
立
法
の
沿
革
上
も
肯
認
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
⇔
次
に
、
原
告
の
本
訴
損
害
賠
償
請
求
権
の
原
因
を
な
し
た
不
法
行
為
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
被
告
国
の
機
関
が
原
告
に
土
地
所
有
権
を
喪
失
さ
せ
た
行

　
為
の
総
体
な
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
の
違
法
原
因
の
あ
っ
た
買
収
計
画
な
い
し
こ
れ
に
基
く
買
収
処
分
だ
け
で
な
く
、
右
買
収
に
続
く
売
渡
処
分
ま
で

　
を
含
め
た
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
右
損
害
賠
償
請
求
権
に
か
か
る
民
法
第
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
の
消
滅
時
効
の

　
期
間
は
、
本
件
の
売
渡
処
分
が
な
さ
れ
た
昭
和
二
八
年
一
一
月
一
日
か
ら
進
行
を
始
め
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
被
告
が
買
収
計
画
時
な
い
し
買

　
収
処
分
時
か
ら
の
期
間
進
行
を
主
張
し
て
い
る
の
は
、
誤
で
あ
る
』
。

　
本
判
決
は
、
規
定
明
文
と
立
法
沿
革
か
ら
時
効
説
を
是
認
し
、
除
斥
期
間
説
を
斥
け
る
。
起
算
点
に
関
し
て
は
、
被
告
の
主
張
す
る
買

収
計
画
時
な
い
し
買
収
処
分
時
、
原
告
の
主
張
す
る
取
消
判
決
確
定
時
あ
る
い
は
取
得
時
効
完
成
時
の
い
ず
れ
を
も
採
ら
ず
、
直
接
の
違

法
原
因
を
帯
び
る
買
収
計
画
か
ら
そ
れ
に
基
づ
く
買
収
・
売
渡
処
分
ま
で
を
、
被
告
国
が
原
告
に
土
地
所
有
権
を
喪
わ
せ
た
「
行
為
の
総

体
」
と
し
て
一
体
視
し
、
全
一
体
と
し
て
の
加
害
行
為
の
終
了
点
た
る
売
渡
処
分
時
か
ら
時
効
を
起
算
し
て
、
時
効
未
完
成
と
判
断
し
た

も
の
で
あ
る
．
前
掲
⑨
判
決
が
、
時
効
i
損
害
発
生
時
の
論
理
の
中
で
売
渡
処
分
時
か
ら
起
算
し
た
の
に
対
し
、
本
判
決
は
、
時
効
ー
原

因
行
為
時
（
総
体
的
加
害
行
為
の
終
結
時
）
と
い
う
理
論
構
成
か
ら
同
一
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
歴
史
的
法
解
釈
の
方

法
と
と
も
に
、
興
味
あ
る
時
効
判
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
さ
ら
に
⑭
東
京
地
裁
昭
和
五
四
年
二
月
一
六
日
判
決
は
、
被
告
国
側
の
二
〇
年
期
間
経
過
の
主
張
が
、
時
効
の
援
用
と
し
て
権
利
濫
用

に
該
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
判
旨
は
二
〇
年
期
間
を
時
効
と
解
し
、
本
件
に
お
け
る
当
事
者
間
の
特

殊
な
事
情
の
下
で
国
が
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
、
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
判
示
す
る
。
事
案
は
、
別
訴
に
お
い
て
本
件
土

地
買
収
処
分
の
無
効
を
確
認
す
る
判
決
が
確
定
し
た
た
め
に
、
被
売
渡
人
か
ら
本
件
土
地
を
転
得
し
た
本
件
原
告
が
買
収
時
の
所
有
者
に

対
し
て
土
地
明
渡
義
務
を
負
う
に
至
り
、
右
明
渡
を
免
れ
る
た
め
和
解
に
よ
り
所
有
者
か
ら
本
件
土
地
を
買
受
け
た
原
告
よ
り
、
国
に
対
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対
し
て
買
受
に
要
し
た
出
費
等
の
損
害
に
つ
き
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
元
来
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
の
時
効
期
間
は
、
不
法
行
為
の
被
害
者
が
損
害
発
生
及
び
加
害
者
を
知
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
進
行

　
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
時
効
の
本
旨
は
結
局
に
お
い
て
、
自
己
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
争
訟
の
対
象
と
さ
れ
な
い
ま
ま
長
期
間
に
わ
た
っ
て
放
置

　
さ
れ
て
き
た
行
為
者
を
、
そ
の
不
安
定
な
立
場
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
及
び
そ
の
機
関
と
し
て
行
為
し

　
た
兵
庫
県
知
事
は
、
第
三
者
に
よ
り
早
く
か
ら
提
起
さ
れ
た
当
該
行
為
の
適
否
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
、
本
件
原
告
と
と
も
に
共
同
被
告
と
し
て
応
訴

　
し
（
時
効
期
間
経
過
後
に
右
第
三
者
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
争
点
を
同
一
に
す
る
明
渡
訴
訟
に
つ
い
て
も
被
告
は
原
告
の
補
助
参
加
人
と
し
て
関
与
し
）
、

　
訴
訟
追
行
を
継
続
し
て
き
た
関
係
に
あ
っ
て
、
被
告
は
、
右
時
効
制
度
の
本
旨
に
お
い
て
真
に
救
済
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
予
定
す
る
者
と
は
立
場
を
同

　
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
く
、
前
示
の
諸
事
情
を
考
慮
し
、
さ
ら
に
、
原
告
に
右
権
利
の
行
使
を
許
さ
な
い
こ
と
が
社
会
秩
序
安
定
の
た
め
至
当
と
考
え

　
る
べ
き
事
情
も
他
に
見
当
ら
な
い
ぽ
か
り
か
、
事
案
の
性
質
上
本
来
別
件
無
効
確
認
等
訴
訟
に
お
け
る
敗
訴
の
責
任
を
究
極
的
に
負
担
す
べ
き
本
件
被

　
告
に
お
い
て
、
右
訴
訟
中
の
消
滅
時
効
期
間
の
経
過
を
理
由
と
し
て
原
告
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
責
を
免
れ
る
こ
と
は
著
し
く
公
平
を
欠
く
も
の
と
判

　
断
さ
れ
る
こ
と
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
被
告
が
同
条
後
段
に
よ
る
本
件
損
害
賠
償
請
求
に
対
し
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ

　
れ
な
い
も
の
と
判
断
す
る
」
．

　
被
告
側
の
二
〇
年
期
間
経
過
の
抗
弁
と
権
利
濫
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
⑲
判
決
が
、
除
斥
期
間
説
の
立
場
か
ら
、
「
民
法
七
二

四
条
後
段
は
前
記
の
と
お
り
除
斥
期
問
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
『
援
用
』
と
い
う
行
為
を
観
念
す
る
余
地
が

な
く
、
原
告
の
右
主
張
は
、
そ
の
前
提
を
欠
き
、
主
張
自
体
失
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
原
告
側
の
権
利
濫
用
論
を
一
蹴
す
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
が
、
こ
の
⑭
判
決
は
、
逆
に
時
効
説
を
前
提
と
し
て
権
利
濫
用
を
肯
定
す
る
。
本
判
旨
が
、
こ
の
結
論
を
導
く
上
で
、
不
法
行
為
者
の

不
安
定
な
地
位
の
救
済
と
い
う
保
護
利
益
が
本
件
被
告
に
認
め
ら
れ
な
い
反
面
、
原
告
の
権
利
行
使
を
制
限
す
る
べ
き
「
社
会
秩
序
安
定

の
た
め
至
当
と
考
え
る
べ
き
事
情
」
が
見
当
ら
な
い
と
説
く
の
は
、
除
斥
期
間
説
の
迅
速
安
定
の
主
張
に
対
す
る
、
時
効
説
か
ら
の
批
判

で
あ
ろ
う
．
さ
ら
に
、
別
件
訴
訟
追
行
に
お
け
る
被
告
国
の
責
任
、
な
ら
び
に
共
同
被
告
・
補
助
参
加
人
と
し
て
本
件
原
告
と
協
力
関
係

に
あ
っ
た
国
に
対
し
て
、
右
関
係
継
続
中
に
本
件
原
告
か
ら
時
効
中
断
の
た
め
権
利
行
使
に
出
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
事
情
に
あ
っ
た
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こ
と
等
が
判
旨
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
系
列
事
案
の
特
質
と
二
〇
年
期
間
の
性
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
論
点
と
し
て
注

目
に
値
し
よ
う
．

　
㊧
期
間
の
性
質
を
明
示
し
な
い
判
例

　
二
〇
年
期
間
が
時
効
か
除
斥
期
間
か
に
つ
い
て
直
接
に
明
言
を
避
け
る
判
例
の
中
に
も
、
二
〇
年
期
間
の
起
算
点
の
決
定
基
準
、
ひ
い

て
は
期
間
の
性
質
内
容
に
関
し
て
重
要
な
判
旨
を
含
む
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
ま
ず
⑦
長
野
地
裁
昭
和
五
二
年
四
月
一
五
日
判
決
は
、
被
買
収
者
を
誤
認
し
て
な
さ
れ
た
買
収
・
売
渡
処
分
に
お
い
て
、
被
売
渡
人
に

取
得
時
効
期
間
が
経
過
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
所
有
権
喪
失
の
被
害
を
う
け
た
と
し
て
旧
所
有
者
が
国
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
つ

い
て
、
「
同
条
後
段
に
い
う
『
不
法
行
為
の
時
よ
り
』
と
い
う
趣
旨
は
、
加
害
行
為
に
よ
る
損
害
の
発
生
し
た
時
点
か
ら
起
算
す
べ
き
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
場
合
に
お
い
て
は
国
の
買
収
処
分
並
び
に
売
渡
処
分
が
基
因
と
な
っ
て
時
効
取
得
に
よ
る

本
件
土
地
所
有
権
の
喪
失
と
い
う
損
害
の
発
生
し
た
」
取
得
時
効
完
成
日
か
ら
二
〇
年
期
間
が
起
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
前
掲
⑨
判
決
が
時
効
！
損
害
発
生
日
起
算
の
立
場
で
起
算
点
を
売
渡
処
分
時
に
遡
及
さ
せ
る
の
に
対
し
、
こ
の
⑦
判
決
は
、
期
間
の
性

質
に
言
及
し
な
い
ま
ま
に
、
損
害
発
生
時
起
算
説
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
取
得
時
効
完
成
“
所
有
権
喪
失
時
に
直
結
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
つ
ぎ
に
、
⑪
神
戸
地
裁
昭
和
五
三
年
二
月
二
八
日
判
決
は
、
二
〇
年
期
間
の
起
算
点
た
る
違
法
行
為
の
範
囲
を
め
ぐ
り
、
理
疵
あ
る
買

収
計
画
・
処
分
を
取
消
さ
な
か
っ
た
国
の
不
作
為
も
違
法
行
為
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示

す
る
。
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「
本
件
買
収
処
分
及
び
こ
れ
に
続
く
本
件
売
渡
処
分
に
み
ら
れ
る
か
し
が
取
消
事
由
に
止
ま
り
し
た
が
っ
て
右
各
処
分
が
一
応
有
効
な
の
か
、
或
い

は
重
大
か
つ
明
白
な
か
し
で
あ
っ
て
右
各
処
分
が
当
然
無
効
で
あ
る
か
は
、
原
告
を
始
め
関
係
当
事
者
に
と
り
た
や
す
く
判
断
し
難
い
も
の
で
あ
る
か

ら
、
当
然
無
効
の
買
収
処
分
の
対
象
農
地
を
そ
の
小
作
人
に
売
渡
す
処
分
が
な
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
旧
地
主
が
右
買
収
・
売
渡
処
分
の
当
然
無
効
に
気

付
か
ぬ
間
に
小
作
人
の
取
得
時
効
が
完
成
」
て
旧
地
主
が
右
農
地
の
所
有
権
を
喪
失
し
或
は
小
作
料
請
求
権
を
時
効
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
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う
る
．
こ
の
よ
う
な
法
律
関
係
の
混
乱
を
防
ぐ
た
め
．
処
分
行
政
庁
は
．
無
効
宣
言
の
趣
旨
で
も
っ
て
取
消
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
右
不
作
為
が
不
適
切
の
み
な
ら
ず
違
法
で
あ
る
と
い
う
に
は
、
財
産
権
に
対
す
る
公
共
の
福
祉
な
ど
の
制
約
原
理
を

考
慮
に
入
れ
な
が
ら
も
な
お
法
の
理
念
か
ら
し
て
右
不
作
為
を
違
法
と
評
価
さ
せ
る
事
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
前
記
の
よ
う

な
場
合
に
お
い
て
は
、
小
作
人
の
取
得
時
効
完
成
に
よ
り
旧
地
主
が
買
収
目
的
土
地
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
と
の
重
大
な
損
害
発
生
の
蓋
然
性
が
高
く

危
険
な
状
態
に
あ
り
、
作
為
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
右
損
害
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
旧
地
主
に
お
い
て
当
該
公
務
員
に
対
し
作
為

を
期
待
し
信
頼
し
う
る
事
情
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の
不
作
為
は
違
法
で
あ
る
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。

　
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
．
本
件
買
収
・
売
渡
処
分
の
当
然
無
効
を
宣
言
す
る
意
味
で
の
取
消
は
．
原
告
の
注
意
を
喚
起
す
る
面
で
の
事
実
上

の
効
果
は
さ
て
お
き
、
；
本
件
土
地
の
時
効
取
得
と
い
う
結
果
を
回
避
す
る
面
で
は
な
ん
ら
法
的
効
果
を
有
さ
ず
、
両
者
は
無
関
係
の
事
柄
で
あ
っ

て
、
右
取
消
に
よ
っ
て
は
右
時
効
取
得
の
防
止
は
不
可
能
で
あ
り
、
他
方
原
告
に
お
い
て
県
知
事
は
じ
め
当
該
公
務
員
に
対
し
そ
の
取
消
を
期
待
し
信

頼
し
う
る
事
情
が
あ
る
と
も
解
さ
れ
な
い
か
ら
、
右
公
務
員
が
右
取
消
を
し
な
か
っ
た
と
の
不
作
為
を
も
っ
て
違
法
行
為
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

　
本
判
決
は
．
二
〇
年
期
間
を
時
効
、
除
斥
期
間
い
ず
れ
に
解
す
る
に
せ
よ
、
原
因
行
為
時
起
算
論
を
採
っ
た
場
合
に
、
当
初
か
ら
殺
疵

の
あ
る
買
収
計
画
が
実
行
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
、
起
算
点
た
る
原
因
行
為
の
外
延
を
ど
こ
ま
で
認
め
う
る
か
、
そ
の
決
定
に
際
し
て
当

事
者
の
い
か
な
る
事
情
を
考
慮
す
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
興
味
あ
る
論
点
を
提
供
す
る
。
「
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た

時
」
と
の
単
純
化
さ
れ
た
表
現
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
多
く
の
判
例
が
、
買
収
・
売
渡
処
分
そ
れ
自
体
を
原
因
加
害
行
為
と

し
て
当
然
視
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
件
原
告
は
、
国
の
違
法
行
為
は
上
記
の
積
極
的
加
害
行
為
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
処
分
行

政
庁
が
速
や
か
に
違
法
処
分
の
取
消
を
し
な
か
っ
た
不
作
為
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
判
旨
は
、
行
政
処
分
の
違
法
性
を
知
る
こ
と
は
通
常
の
社
会
人
に
は
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
ま
し
て
取
消
事
由
か
当
然
無
効
の
原
因
か
の

判
断
は
法
律
専
門
家
に
も
容
易
で
は
な
い
と
す
る
原
告
の
主
張
に
理
解
を
示
し
、
重
大
か
つ
明
白
な
毅
疵
あ
る
当
然
無
効
の
買
収
処
分
に

お
い
て
も
、
旧
地
主
が
こ
れ
を
知
ら
ぬ
間
に
取
得
時
効
が
完
成
し
て
権
利
を
喪
失
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
．
そ
し
て
、
か
か
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る
不
都
合
な
事
態
を
避
け
る
ぺ
く
、
処
分
行
政
庁
が
無
効
宣
言
の
意
味
で
（
当
然
無
効
の
処
分
に
は
本
来
の
意
味
で
の
取
消
は
な
い
か
ら
）
取

消
の
措
置
を
と
る
こ
と
は
、
「
適
切
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
取
消
さ
な
か
っ
た
不
作
為
が
「
不
適
切
の
み
な
ら
ず
違
法
」
で
あ
る
と
い

う
た
め
に
は
、
右
不
作
為
を
違
法
と
評
価
さ
せ
る
に
足
る
特
殊
な
事
情
を
要
す
る
と
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
か
よ
う
な
特
殊
事
情
が
認

め
ら
れ
な
い
と
し
て
右
不
作
為
は
違
法
行
為
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
判
旨
は
、
結
局
に
お
い
て
買
収
・
売
渡
処
分
の
み
が
起
算
点

た
る
原
因
行
為
に
該
当
す
る
と
い
う
判
断
に
落
付
い
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
⑪
判
決
が
指
摘
す
る
法
律
関
係
の
混
乱
と
い
う
不
都
合
な
事
態
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
処

分
行
政
庁
の
不
作
為
は
違
法
な
行
為
と
評
価
さ
れ
う
る
か
。
こ
れ
を
示
し
た
実
例
と
し
て
、
⑳
大
阪
地
裁
・
昭
和
五
八
年
四
月
二
五
日
判

　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

決
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

　
事
案
は
、
原
告
ら
先
代
の
所
有
に
か
か
る
本
件
土
地
が
買
収
除
外
指
定
区
域
に
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
買
収
処
分
の
対
象
と
さ
れ
、
買
収

処
分
後
一
五
年
余
を
経
て
さ
き
の
買
収
処
分
が
取
消
さ
れ
て
右
取
消
処
分
が
告
知
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
に
進
行
し
た
隣
地
所
有
者
の
取
得

時
効
完
成
に
よ
り
原
告
ら
は
本
件
土
地
所
有
権
を
喪
う
に
至
り
．
原
告
よ
り
国
お
よ
び
大
阪
府
を
相
手
と
し
て
、
違
法
買
収
処
分
お
よ
び

処
分
後
の
管
理
解
怠
に
よ
り
右
土
地
に
つ
き
第
三
者
の
時
効
取
得
を
許
し
、
原
告
ら
の
所
有
権
を
喪
失
さ
せ
た
違
法
が
あ
る
と
し
て
損
害

賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
判
旨
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
本
件
に
お
い
て
「
七
二
四
条
の
期
間
」
は
未
経
過
と
判
示
す
る
。

　
　
　
「
本
件
土
地
の
所
有
権
を
原
告
ら
が
喪
失
し
た
の
は
、
単
に
違
法
な
本
件
買
収
処
分
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
右
処
分
後
、
大
阪
府
知
事
が
そ
の
違

　
法
な
状
態
を
放
置
し
て
こ
れ
を
取
消
す
な
ど
の
原
状
回
復
義
務
を
解
怠
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
民
法
第
七
二
四
条
の
期
間
は
、
右
原
状
回

　
復
義
務
を
尽
し
た
と
き
即
ち
本
件
取
消
処
分
の
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
す
ぺ
き
で
あ
っ
て
、
本
件
買
収
処
分
時
か
ら
起
算
す
ぺ
き
で
な
い
」
。

　
本
判
旨
は
、
損
害
発
生
の
原
因
行
為
が
、
単
に
違
法
な
買
収
処
分
自
体
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
違
法
処
分
か
ら
生
じ
た
違
法
状
態

の
放
置
ー
原
状
回
復
義
務
の
解
怠
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
把
握
し
た
上
で
、
そ
の
不
作
為
の
終
了
点
と
し
て
の
取
消
処
分
告
知
日
を
二
〇
年

期
間
の
起
算
点
と
解
す
る
。

130



近時判例における民法724条後段所定の20年期間の問題性

　
判
旨
が
、
違
法
買
収
処
分
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
原
状
回
復
義
務
の
解
怠
と
を
継
続
一
体
の
加
害
行
為
と
構
成
す
る
に
至
っ
た
実
質

的
根
拠
が
、
重
大
か
つ
明
白
な
鍛
疵
の
あ
る
買
収
処
分
を
な
し
た
処
分
官
庁
に
お
い
て
、
取
消
処
分
が
容
易
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
回
復

措
置
が
遅
き
に
失
し
、
か
つ
そ
の
間
の
土
地
管
理
を
怠
っ
た
の
に
対
し
て
、
被
害
者
た
る
旧
所
有
者
の
側
に
お
い
て
は
、
上
記
違
法
処
分

に
よ
り
自
己
の
権
利
を
保
全
す
る
手
段
が
事
実
上
妨
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
権
利
不
行
使
を
責
め
る
べ
き
事
情
の
な
か
っ
た
点
に
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
は
、
判
決
理
由
中
の
説
示
か
ら
、
こ
れ
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
も
あ
れ
、
前
掲
⑪
判
決
が
可
能
性
と
し
て
予
測
し
た
不
作
為
の
違
法
性
が
、
こ
の
⑳
判
決
で
は
現
実
に
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

両
判
決
は
、
従
前
の
素
朴
な
加
害
行
為
観
に
対
し
て
異
色
の
構
成
を
提
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
さ
ら
に
⑳
名
古
屋
地
裁
昭
和
五
九
年
四
月
二
三
日
判
決
は
、
前
掲
⑭
事
件
と
類
似
し
た
事
情
に
あ
る
被
売
渡
人
よ
り
国
に
対
し
て
違
法

な
買
収
・
売
渡
処
分
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
売
渡
通
知
書
交
付
時
か
ら
七
二
四
条
後
段
所
定
の
「
除
斥
期

間
な
い
し
消
滅
時
効
期
間
」
を
起
算
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
本
訴
提
起
時
に
は
未
だ
二
〇
年
を
経
過
し
て
い
な
い
と
判
断
す
る
．

　
　
　
「
本
件
買
収
処
分
と
売
渡
処
分
と
は
、
い
ず
れ
も
原
告
に
対
す
る
不
法
行
為
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
．
原
告
と
の
関
係
で
は
、
右
両
処
分
は
一
連

　
の
行
為
と
評
価
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
二
〇
年
の
除
斥
期
問
な
い
し
消
滅
時
効
期
間
は
、
右

　
売
渡
処
分
が
な
さ
れ
た
時
か
ら
起
算
す
べ
き
で
あ
る
．

　
　
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
農
地
の
売
買
は
、
売
渡
通
知
書
を
売
渡
の
相
手
方
に
交
付
し
て
こ
れ
を
行
い
、
そ
の
交
付
が
あ
っ
た
と
き
は
．
そ

　
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
売
渡
の
期
日
に
農
地
の
所
有
権
が
売
渡
の
相
手
方
に
移
転
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
農
地
法
三
九
条
、
四
〇
条
）
、

　
右
除
斥
期
間
な
い
し
時
効
期
間
の
起
算
点
は
．
売
渡
通
知
書
が
売
渡
の
相
手
方
に
現
実
に
交
付
さ
れ
た
時
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

　
本
件
で
は
、
違
法
処
分
が
、
ど
の
時
点
で
被
害
者
と
具
体
的
現
実
的
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
、
加
害
行
為
と
被
害
者
と
の

時
間
的
接
点
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
被
告
国
側
が
売
渡
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
売
渡
期
日
を
起
算
点
と
し
て
除
斥
期
間
が
経
過
し
た
旨

を
抗
弁
す
る
の
に
対
し
、
原
告
側
は
、
二
〇
年
期
間
を
時
効
と
主
張
し
、
そ
の
起
算
点
を
売
渡
通
知
書
到
達
時
と
解
す
べ
ぎ
理
由
と
し
て
、

通
知
書
の
到
達
に
よ
り
原
告
は
は
じ
め
て
本
件
土
地
所
有
権
に
つ
き
現
実
の
当
事
者
関
係
に
立
つ
も
の
で
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
国
の

131



法学研究59巻12号（’86：12）

違
法
処
分
は
原
告
と
の
関
係
で
は
未
だ
現
実
化
さ
れ
た
不
法
行
為
と
な
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
，
被
害
者
と
の
関
係
で
不
法
行
為
が
現
実

化
す
る
以
前
の
行
為
か
ら
起
算
す
る
不
合
理
を
指
摘
す
る
．

　
本
判
旨
は
、
二
〇
年
期
間
の
性
質
に
つ
い
て
は
態
度
を
保
留
し
た
が
、
起
算
点
に
つ
い
て
は
原
告
主
張
を
容
れ
、
買
収
・
売
渡
両
処
分

が
そ
れ
ぞ
れ
不
法
行
為
に
該
る
と
し
な
が
ら
、
「
原
告
に
対
す
る
関
係
で
は
、
右
両
処
分
は
一
連
の
行
為
」
と
評
価
し
た
も
の
で
、
被
害

者
た
る
被
売
渡
人
と
違
法
処
分
と
の
現
実
の
時
問
的
接
点
と
し
て
通
知
書
交
付
時
を
捉
え
て
い
る
点
は
、
原
因
行
為
と
被
害
者
と
の
か
か

わ
り
合
い
と
い
う
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
問
題
に
一
つ
の
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
．

　
（
1
）
　
原
審
⑩
東
京
地
判
・
昭
五
三
・
二
・
二
二
は
．
二
〇
年
期
間
は
「
い
わ
ゆ
る
除
斥
期
間
を
意
味
し
．
損
害
発
生
の
原
因
で
あ
る
違
法
行
為
が
な

　
　
さ
れ
た
時
点
か
ら
起
算
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
」
と
し
て
売
渡
処
分
日
か
ら
二
〇
年
の
経
過
を
理
由
に
請
求
を
棄
却
。
控
訴
し
た
一
審
原
告
の

　
　
主
張
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
④
二
〇
年
期
間
の
起
算
点
は
、
損
害
発
生
時
と
し
て
取
得
時
効
完
成
日
、
あ
る
い
は
行
為
時
と
し
て
も
新
登
記
簿
に
お

　
　
け
る
所
有
権
保
存
登
記
時
と
解
す
べ
き
こ
と
。
＠
新
旧
登
記
の
併
存
し
て
い
る
本
件
で
は
、
原
告
控
訴
人
は
旧
登
記
簿
上
依
然
と
し
て
本
件
土
地
所

　
　
有
者
と
し
て
表
示
さ
れ
て
お
り
、
国
の
違
法
行
為
（
訴
外
人
に
対
す
る
売
渡
処
分
．
新
登
記
簿
上
の
所
有
権
保
存
登
記
手
続
等
）
は
、
被
害
老
に
認

　
　
識
す
る
機
会
が
な
い
故
に
．
右
行
為
時
を
起
算
点
と
す
る
こ
と
は
不
当
な
こ
と
。
本
文
所
載
の
高
裁
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
ぎ
、
か
な
り
詳

　
　
細
に
答
え
て
い
る
．
本
判
決
評
釈
と
し
て
大
歯
泰
文
・
民
事
研
修
二
七
一
・
三
四
、
前
掲
・
浅
野
、
成
田
判
批
参
照
。

　
（
2
）
　
⑲
事
案
は
、
買
収
・
売
渡
処
分
に
際
し
、
国
が
買
収
地
の
地
番
を
誤
認
し
て
登
記
嘱
託
し
、
担
当
登
記
官
が
こ
れ
を
受
理
し
、
訂
正
せ
ず
に
あ

　
　
　
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
売
渡
を
う
け
た
土
地
の
所
有
権
を
他
に
対
抗
で
き
な
く
な
っ
た
被
売
渡
人
の
相
続
人
よ
り
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た

　
　
も
の
で
あ
る
。
登
記
過
誤
の
問
題
と
し
て
、
D
系
列
事
案
と
も
共
通
す
る
。
本
系
列
⑬
⑯
⑲
に
み
ら
れ
る
除
斥
期
間
ー
加
害
行
為
時
起
算
の
理
論
構

　
　
成
が
D
系
列
判
例
に
再
現
す
る
こ
と
は
．
続
稿
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
⑱
事
案
。
本
件
土
地
の
旧
所
有
者
で
あ
る
原
告
は
、
買
収
計
画
に
異
議
を
申
立
て
、
別
訴
に
お
い
て
買
収
計
画
取
消
の
判
決
を
求
め
て
勝
訴

　
　
（
昭
二
三
・
七
・
二
一
提
訴
．
同
四
〇
・
一
一
・
五
言
渡
）
。
ま
た
別
訴
に
お
い
て
被
売
渡
人
ら
に
対
し
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
等
を
求
め
た
が
、
被

　
　
売
渡
人
ら
の
取
得
時
効
の
抗
弁
が
容
れ
ら
れ
て
原
告
敗
訴
（
昭
三
五
・
一
〇
・
二
二
提
訴
．
同
五
一
・
六
・
一
七
言
渡
）
。

　
　
　
原
告
よ
り
国
に
対
し
て
違
法
な
買
収
・
売
渡
処
分
に
よ
る
所
有
権
喪
失
の
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
の
が
本
訴
で
あ
る
（
提
訴
・
昭
五
二
・
一
一
・

　
　
三
〇
）
。
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被
告
国
よ
り
七
二
四
条
の
三
年
時
効
と
二
〇
年
除
斥
期
間
経
過
が
主
張
さ
れ
、
と
く
に
二
〇
年
期
間
の
性
質
と
起
算
点
が
争
点
と
な
り
、
判
決
は

　
二
〇
年
期
間
に
つ
い
て
の
み
判
示
す
る
。

　
　
本
判
決
に
つ
い
て
前
掲
・
柳
沢
判
批
参
照
。

（
4
）
　
そ
の
後
の
除
斥
期
間
説
判
例
に
お
い
て
、
例
え
ば
⑳
長
崎
地
判
・
昭
五
六
・
一
〇
・
一
が
「
民
法
七
二
四
条
後
段
は
損
害
発
生
の
原
因
を
な
す

加
害
行
為
の
時
を
起
算
点
と
し
て
二
〇
年
の
経
過
を
も
っ
て
画
一
的
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
消
滅
す
る
旨
を
規
定
し
た
も
の
」
と
説
き
、
「
で
き
る

だ
け
速
か
に
」
と
い
う
従
来
の
判
例
理
論
の
公
式
的
表
現
を
避
け
て
い
る
点
は
興
味
深
い
．

（
5
）
⑨
事
案
は
、
旧
軍
か
ら
大
蔵
省
を
経
て
農
林
省
に
所
管
さ
れ
、
自
創
法
四
一
条
に
よ
る
売
渡
処
分
が
な
さ
れ
た
本
件
土
地
に
つ
い
て
、
旧
所
有

者
と
主
張
す
る
原
告
か
ら
、
買
収
手
続
な
く
土
地
を
売
渡
し
た
処
分
に
違
法
・
過
失
あ
り
と
し
て
、
国
に
対
し
て
所
有
権
喪
失
の
損
害
賠
償
を
求
め

　
た
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
の
紹
介
と
し
て
早
川
奎
・
民
事
研
修
二
四
九
・
三
〇
．

（
6
）
　
⑫
事
案
の
時
問
経
過
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
．
買
収
処
分
・
昭
二
三
・
七
・
一
、
売
渡
処
分
・
同
二
八
・
一
一
・
一
、
所
有
権
移
転
登
記
・

同
二
九
・
七
・
二
二
、
取
得
時
効
完
成
・
同
三
八
・
一
一
・
一
、
同
時
効
援
用
・
同
四
五
・
七
・
七
、
本
訴
提
起
・
同
四
四
・
一
二
・
二
六
。

　
　
本
件
原
告
は
別
訴
に
お
い
て
農
業
委
員
会
を
相
手
と
し
て
違
法
な
買
収
計
画
の
取
消
を
求
め
（
提
訴
・
昭
二
三
・
一
二
・
三
）
そ
の
勝
訴
判
決
が

確
定
。
本
件
に
お
い
て
原
告
は
、
被
売
渡
人
に
対
し
て
登
記
抹
消
・
土
地
明
渡
（
被
売
渡
人
の
時
効
取
得
が
容
れ
ら
れ
原
告
敗
訴
）
、
国
に
対
し
て

　
土
地
所
有
権
喪
失
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）
　
事
案
．
買
収
処
分
・
昭
二
三
こ
二
・
二
、
売
渡
処
分
・
同
二
五
・
三
・
二
、
所
有
権
移
転
登
記
・
同
二
七
・
一
二
・
五
、
被
売
渡
人
よ
り
本

件
原
告
土
地
買
受
・
同
三
〇
・
一
〇
・
五
、
所
有
権
移
転
登
記
・
同
三
〇
・
一
〇
・
一
〇
、
本
訴
提
起
・
同
五
〇
・
九
・
一
二
．

　
　
所
有
者
よ
り
国
（
本
件
・
被
告
）
、
被
売
渡
人
、
転
得
者
（
本
件
原
告
）
ら
を
相
手
と
し
て
買
収
処
分
無
効
確
認
・
登
記
抹
消
等
を
請
求
し
て
所

有
者
勝
訴
（
提
訴
・
昭
三
四
・
五
・
二
九
、
判
決
確
定
・
同
四
九
・
一
〇
・
二
四
）
．
所
有
者
よ
り
本
件
原
告
を
相
手
と
し
て
建
物
収
去
・
土
地
明

渡
を
訴
求
（
提
訴
・
昭
四
六
・
六
・
一
八
）
、
国
は
補
助
参
加
し
た
が
、
訴
訟
上
の
和
解
成
立
し
、
本
件
原
告
は
所
有
者
か
ら
本
件
土
地
を
買
受
け

　
て
い
る
（
同
五
〇
・
六
・
二
四
）
。

（
8
）
　
時
効
の
援
用
が
、
ど
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
権
利
濫
用
あ
る
い
は
信
義
則
違
反
と
し
て
否
定
さ
れ
る
か
は
、
時
効
の
制
度
的
特
質
に
か
か
わ
る

困
難
な
問
題
（
除
斥
期
間
の
主
張
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
あ
る
）
で
あ
る
が
、
争
点
を
共
通
す
る
別
件
訴
訟
に
お
け
る
国
と
転
得
者
と
の
協
力

関
係
が
継
続
す
る
情
況
に
お
い
て
は
転
得
者
か
ら
国
に
対
す
る
権
利
行
使
は
事
実
上
朋
待
で
き
ず
、
反
面
に
お
い
て
訴
訟
追
行
を
主
導
す
る
国
側
で

　
は
、
当
該
訴
訟
の
成
行
き
か
ら
、
転
得
者
よ
り
将
来
権
利
行
使
あ
る
こ
と
を
予
測
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
国
の
時
効
援
用
を
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否
定
し
た
本
判
旨
は
説
得
力
あ
る
結
論
と
い
え
る
（
拙
稿
・
不
法
行
為
責
任
の
短
期
時
効
と
信
頼
保
護
の
法
理
・
法
研
五
九
・
二
・
九
九
参
照
）
、

　
　
権
利
濫
用
と
し
て
、
時
効
の
効
果
が
い
か
な
る
範
囲
ま
で
遮
断
さ
れ
る
か
（
援
用
が
将
来
の
ど
の
時
点
ま
で
阻
止
さ
れ
る
か
）
は
、
本
件
に
つ
い

　
て
な
お
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
が
、
中
断
に
準
じ
て
時
効
期
間
の
更
新
を
認
め
る
か
（
原
告
は
手
形
法
八
条
の
訴
訟
告
知
に
よ
る
中
断
の
準
用
を
主

張
し
た
が
、
判
旨
は
こ
の
点
に
ふ
れ
な
い
）
、
あ
る
い
は
別
訴
係
属
中
の
時
効
進
行
な
い
し
完
成
の
停
止
と
し
て
扱
う
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
別
訴
に

お
け
る
和
解
成
立
の
直
後
に
提
起
さ
れ
た
本
訴
請
求
に
つ
い
て
は
結
論
を
左
右
し
な
い
も
の
と
、
本
判
決
は
み
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
お
本
件
に
関
連
し
て
二
〇
年
期
間
の
性
質
と
権
利
濫
用
の
問
題
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
・
徳
本
論
文
二
四
六
頁
参
照
．
二
〇
年
期
間

を
時
効
と
解
し
、
援
用
を
信
義
則
違
反
あ
る
い
は
権
利
濫
用
と
し
て
斥
け
る
結
論
が
除
斥
期
間
と
解
し
て
も
変
ら
な
い
旨
を
判
示
す
る
も
の
と
し
て

　
E
①
②
③
各
判
決
参
照
。

（
9
）
　
⑦
事
案
．
買
収
処
分
・
昭
二
三
・
七
・
二
、
売
渡
処
分
・
同
二
七
・
三
・
一
、
所
有
権
保
存
登
記
・
同
三
二
・
七
・
五
、
取
得
時
効
完
成
・
同

　
三
七
・
三
・
一
。

　
　
こ
の
本
判
は
、
本
系
列
判
例
中
、
取
得
時
効
完
成
日
か
ら
期
間
を
起
算
し
た
珍
ら
し
い
例
で
あ
る
．
こ
の
起
算
点
決
定
が
、
単
純
な
損
害
発
生
日

起
算
説
の
適
用
な
の
か
、
あ
る
い
は
被
買
収
者
誤
認
の
買
収
処
分
に
お
け
る
被
害
者
と
違
法
行
為
と
の
具
体
的
か
か
わ
り
合
い
を
考
慮
し
た
も
の
か

　
は
．
事
案
の
上
か
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
m
）
　
⑪
事
案
。
買
収
処
分
・
昭
二
二
・
三
～
七
月
、
売
渡
処
分
・
同
二
五
・
二
・
二
八
、
取
得
時
効
完
成
・
同
三
五
・
三
・
一
、
本
訴
提
起
・
同
四

　
六
・
六
・
一
。

　
　
本
件
買
収
処
分
は
所
有
者
で
な
い
者
を
相
手
方
と
し
て
な
さ
れ
、
買
収
令
書
の
交
付
（
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
公
告
）
も
な
い
点
で
無
効
で
あ
り
．

　
こ
れ
に
基
づ
く
売
渡
処
分
も
無
効
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
国
は
昭
和
二
九
，
三
八
年
に
さ
き
の
買
収
処
分
を
取
消
し
、
昭
四
二
・
三
二
日
付
を
も

　
っ
て
改
め
て
原
告
を
相
手
方
と
す
る
買
収
処
分
（
第
二
次
買
収
）
を
し
て
い
る
．
被
告
国
は
、
第
一
次
買
収
処
分
時
か
ら
起
算
し
て
二
〇
年
の
除
斥

期
間
の
経
過
を
抗
弁
し
た
の
に
対
し
、
原
告
は
被
告
か
買
収
計
画
処
分
を
取
消
さ
な
か
っ
た
不
作
為
も
違
法
行
為
だ
か
ら
、
右
不
作
為
終
了
時
と
し

　
て
取
得
時
効
完
成
目
な
い
し
は
第
二
次
買
収
処
分
日
か
ら
起
算
す
ぺ
ぎ
で
あ
る
と
争
う
。

（
1
1
）
　
事
案
．
買
収
処
分
・
昭
二
四
・
七
・
二
、
農
林
省
所
有
権
取
得
登
記
・
同
二
五
・
五
・
二
四
、
買
収
処
分
取
消
・
同
四
〇
・
四
・
九
、
取
消
処

分
告
知
・
同
四
〇
・
四
・
一
四
、
取
得
時
効
完
成
・
同
四
〇
・
六
・
五
、
本
訴
提
起
・
同
五
一
・
一
一
・
一
四
．
原
告
ら
は
取
消
処
分
告
知
後
、
別

訴
に
お
い
て
本
件
土
地
占
有
者
（
隣
接
地
所
有
者
）
を
相
手
に
土
地
明
渡
を
求
め
た
が
（
昭
四
一
・
九
・
六
提
訴
）
、
取
得
時
効
完
成
を
理
由
に
敗

　
訴
。
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被
告
国
か
ら
買
収
処
分
時
よ
り
二
〇
年
経
過
を
抗
弁
し
た
の
に
対
し
て
、
原
告
は
Q
う
二
〇
年
期
間
は
取
得
時
効
完
成
日
よ
り
起
算
す
べ
き
こ
と
、

　
㈲
加
害
行
為
時
か
ら
起
算
す
る
と
し
て
も
，
本
件
で
は
買
収
処
分
の
み
な
ら
ず
、
処
分
後
の
管
理
解
怠
が
加
害
行
為
に
あ
た
り
、
取
得
処
分
通
知
日

　
ま
で
、
加
害
行
為
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
，
の
上
記
の
取
消
処
分
通
知
に
よ
り
二
〇
年
の
時
効
期
間
は
中
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
等
の
理
由
を
あ
げ

　
て
争
っ
た
。

（
1
2
）
　
本
件
に
お
け
る
買
収
処
分
と
所
有
権
喪
失
と
の
間
の
因
果
関
係
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て
、
被
告
国
側
よ
り
、
原
告
に
取
得
時
効
を
中
断
す
る
機
会

　
の
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
無
効
買
収
処
分
は
取
消
を
ま
た
ず
原
告
は
い
つ
で
も
権
利
行
使
が
可
能
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
に
、
因
果
関
係
が
な
い
旨
の

　
主
張
が
な
さ
れ
た
が
、
判
旨
は
こ
れ
を
斥
け
て
次
の
よ
う
に
説
示
す
る
。

　
　
　
　
「
登
記
簿
上
、
1
自
創
法
に
よ
る
買
収
に
よ
っ
て
農
林
省
の
所
有
と
な
っ
た
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
1
本
件
土

　
　
　
地
が
買
収
除
外
区
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
大
阪
府
公
報
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
．
一
般
の
私
人
に
か
か
る
公
報
を
も

　
　
　
れ
な
く
閲
読
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
酷
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
1
原
告
ら
に
本
件
買
収
処
分
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
た
事
情
も
認

　
　
　
め
ら
れ
な
い
の
で
、
同
人
ら
に
本
件
取
消
処
分
前
に
権
利
保
全
の
た
め
の
行
為
を
期
待
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
．
前
記
相
当
因
果
関
係

　
　
　
を
否
定
で
き
な
い
。
1
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
当
時
の
土
地
所
有
者
ー
が
権
利
保
全
の
行
為
を
な
す
こ
と
は
、
本
件
買
収
処
分
に
よ
っ
て

　
　
　
妨
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
本
件
買
収
処
分
及
び
原
状
回
復
義
務
の
僻
怠
（
本
件
買
収
処
分
の
蝦
疵
の
明
白
性
に
照
ら
せ
ば
、
右

　
　
　
程
度
の
期
間
で
あ
っ
て
も
な
お
、
回
復
義
務
の
解
怠
が
あ
っ
た
と
い
い
う
る
）
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
」
．

従
来
あ
ま
り
着
目
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
損
害
と
原
因
行
為
と
の
因
果
関
係
の
認
定
が
、
帰
責
原
因
と
し
て
の
「
不
法
行
為
」
の
範
囲
の

画
定
の
み
な
ら
ず
、
加
害
者
の
時
間
的
免
責
限
界
と
し
て
の
七
二
四
条
後
段
の
「
不
法
行
為
ノ
時
」
の
決
定
に
密
接
に
連
絡
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と

　
を
，
本
判
決
は
示
唆
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
⑳
事
案
．
買
収
処
分
・
昭
二
四
・
二
・
五
、
売
渡
通
知
書
交
付
・
同
一
三
・
二
・
二
四
（
通
知
書
記
載
売
渡
時
期
・
同
三
〇
・
二
・
一
）
、

本
訴
提
起
・
同
五
〇
・
一
一
・
二
五
。
本
件
原
告
は
昭
和
二
三
年
中
に
本
件
土
地
売
渡
を
う
け
た
と
こ
ろ
売
渡
通
知
書
に
土
地
表
示
の
誤
記
あ
る
こ

と
が
判
明
し
て
右
売
渡
処
分
は
取
消
さ
れ
、
改
め
て
売
渡
処
分
が
な
さ
れ
通
知
書
が
交
付
さ
れ
た
。

　
　
本
件
土
地
の
被
買
収
者
で
あ
る
旧
地
主
よ
り
買
収
手
続
の
暇
疵
（
買
収
令
書
交
付
に
代
わ
る
公
告
の
要
件
不
備
）
を
理
由
に
処
分
の
無
効
確
認
・

登
記
抹
消
を
求
め
る
訴
が
国
及
び
本
件
原
告
を
相
手
と
し
て
起
さ
れ
、
被
買
収
者
勝
訴
の
判
決
確
定
。
つ
い
で
被
買
収
者
よ
り
本
件
原
告
ら
を
相
手

と
し
て
建
物
収
去
・
土
地
明
渡
を
訴
求
し
、
本
件
原
告
ら
も
時
効
取
得
を
理
由
に
登
記
手
続
請
求
の
反
訴
を
起
し
た
が
第
一
審
で
本
件
原
告
ら
が
敗

訴
し
、
控
訴
審
に
お
い
て
本
件
原
告
が
本
件
土
地
を
被
買
収
者
か
ら
買
取
る
旨
の
和
解
が
成
立
し
た
。
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国
側
よ
り
除
斥
期
間
経
過
の
抗
弁
が
提
出
さ
れ
た
の
に
対
し
て
．
原
告
は
前
掲
⑭
判
旨
を
援
い
て
権
利
濫
用
を
再
抗
弁
、

っ
て
こ
れ
を
争
っ
た
が
、
本
判
決
は
二
〇
年
期
間
未
了
と
判
断
し
て
、
権
利
濫
用
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
な
い
。

四
　
A
系
列
事
案
の
特
質
と
二
〇
年
期
間
の
間
題
性

国
は
前
掲
⑲
判
旨
に
拠

　
以
上
に
本
系
列
事
案
に
お
け
る
判
例
理
論
の
動
向
を
考
察
し
た
結
果
は
、
一
方
に
お
い
て
、
三
年
時
効
起
算
点
の
主
観
的
浮
動
性
と
の

関
連
か
ら
、
二
〇
年
期
間
に
よ
っ
て
、
「
画
一
的
に
で
き
る
だ
け
速
か
に
法
律
関
係
の
確
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
」
除
斥
期
間
説
に
対
し

て
、
他
方
で
は
、
規
定
の
文
言
、
沿
革
を
重
視
す
る
時
効
説
が
対
立
し
、
期
間
起
算
点
の
判
定
に
つ
い
て
は
、
除
斥
期
間
説
で
は
「
加
害

行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
」
と
の
基
準
が
提
示
さ
れ
て
、
除
斥
期
間
－
原
因
行
為
時
起
算
と
い
う
図
式
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

時
効
説
の
判
例
で
は
、
時
効
－
損
害
発
生
時
（
遡
及
）
起
算
と
、
時
効
－
原
因
行
為
時
起
算
と
の
二
通
り
の
構
成
に
分
か
れ
て
い
る
。
期

間
の
性
質
決
定
に
つ
ぎ
態
度
を
保
留
す
る
判
例
に
も
、
損
害
発
生
時
起
算
（
取
得
時
効
完
成
日
）
の
立
場
、
原
因
行
為
時
起
算
の
展
開
と
し

て
、
違
法
処
分
後
の
原
状
回
復
義
務
解
怠
を
違
法
行
為
に
含
め
る
立
場
、
あ
る
い
は
被
害
者
に
と
っ
て
現
実
化
し
た
行
為
時
を
重
視
す
る

立
場
な
ど
、
特
異
な
構
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
起
算
点
の
具
体
的
判
定
に
つ
い
て
み
れ
ぽ
、
時
効

説
判
例
が
、
損
害
時
・
行
為
時
起
算
い
ず
れ
の
構
成
に
お
い
て
も
売
渡
処
分
日
か
ら
起
算
し
て
い
る
の
に
対
し
、
除
斥
期
間
説
お
よ
び
態

度
保
留
の
判
例
で
は
、
売
渡
処
分
日
の
ほ
か
に
買
収
処
分
日
、
登
記
日
、
取
得
時
効
完
成
日
、
取
消
処
分
告
知
日
等
に
判
定
が
分
か
れ
て

い
る
。
全
体
と
し
て
み
れ
ぽ
、
本
系
列
の
判
例
に
お
い
て
二
〇
年
期
間
の
起
算
点
の
判
定
は
、
い
ず
れ
の
理
論
構
成
に
よ
る
も
、
そ
の
過

半
数
が
売
渡
処
分
日
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
こ
の
点
で
は
、
近
時
学
説
判
例
の
「
趨
勢
」
と
さ
れ
る
除
斥
期
間
説
と
少
数
説
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
時
効
説
と
で
大
差
の
な
い
結
論
に
落
付
い
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
上
記
の
判
例

理
論
の
展
開
は
、
何
を
意
味
し
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
．
違
法
な
買
収
・
売
渡
処
分
に
お
け
る
加
害
行
為
と
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損
害
の
特
質
か
ら
、
こ
れ
を
改
め
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
系
列
事
案
に
お
い
て
は
、
公
権
力
の
主
体
と
し
て
主
導
的
に
買
収
・
売
渡
処
分
を
行
う
国
と
、
各
処
分
の

相
手
方
た
る
被
買
収
者
お
よ
び
被
売
渡
人
（
な
い
し
そ
の
転
得
者
）
と
が
、
処
分
対
象
た
る
土
地
を
め
ぐ
っ
て
三
面
的
に
対
立
す
る
関
係
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
．
国
の
違
法
処
分
は
、
通
常
、
処
分
の
両
当
事
者
に
何
等
か
の
損
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
被
売
渡
人
は
国
の

適
法
有
効
な
処
分
を
信
頼
し
て
善
意
無
過
失
の
占
有
を
開
始
す
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
か
ら
、
一
〇
年
の
取
得
時
効
完
成
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
違
法
処
分
に
よ
る
損
害
が
治
癒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
逆
に
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
被
買

収
者
の
側
で
は
、
違
法
処
分
に
よ
る
損
害
が
土
地
所
有
権
の
喪
失
と
い
う
形
で
固
定
し
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
．
被
買
収
者
が
取
得
時

効
完
成
前
に
土
地
を
取
戻
し
た
場
合
に
は
、
被
売
渡
人
な
い
し
転
得
者
に
お
い
て
土
地
相
当
額
の
損
害
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味

で
、
単
一
の
違
法
処
分
は
、
被
買
収
者
、
被
売
渡
人
な
い
し
転
得
老
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
お
い
て
二
面
性
を
持
つ
加
害
行
為
と
い
え
よ
う
。

　
違
法
処
分
そ
れ
自
体
は
、
自
創
法
の
買
収
・
売
渡
処
分
の
例
で
は
、
買
収
計
画
の
定
立
か
ら
始
ま
っ
て
そ
の
実
現
と
し
て
の
買
収
・
売

渡
処
分
完
了
ま
で
一
連
の
過
程
を
も
つ
継
続
し
た
手
続
で
あ
る
が
、
通
常
被
買
収
者
は
買
収
処
分
時
よ
り
、
被
売
渡
人
は
売
渡
処
分
時
よ

り
こ
の
手
続
に
現
実
に
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
判
例
が
起
算
点
と
す
る
売
渡
処
分
時
と
い
う
時
点
は
、
上
記
一
連
の
加
害

行
為
の
終
結
時
点
と
し
て
、
被
買
収
者
、
被
売
渡
人
い
ず
れ
の
関
係
に
お
い
て
も
、
一
応
納
得
で
き
る
行
為
時
点
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ

う
．
被
買
収
者
、
旧
所
有
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
国
の
違
法
処
分
と
被
売
渡
人
の
無
権
限
占
有
と
が
接
続
す
る
不
法
占
拠
型
の
継
続
的
加

害
行
為
と
み
る
余
地
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
違
法
・
有
責
な
行
為
者
は
国
の
み
で
あ
っ
て
、
被
売
渡
人
は
違
法
処

分
か
ら
事
実
上
の
利
益
を
受
け
る
に
過
ぎ
ず
、
と
く
に
自
創
法
上
の
買
収
処
分
は
売
渡
処
分
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

売
渡
処
分
を
も
っ
て
被
買
収
者
に
対
す
る
加
害
行
為
は
一
応
完
結
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
れ
に
対
L
て
、
買
収
処
分
後
に
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

渡
さ
れ
な
い
間
は
、
国
は
一
般
の
不
法
占
拠
者
と
同
一
の
地
位
に
あ
る
）
。

　
違
法
処
分
が
処
分
関
係
者
に
ど
の
よ
う
な
形
で
損
害
を
も
た
ら
す
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
被
買
収
者
な
い
し
旧
所
有
者
の
側
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か
ら
は
、
前
掲
諸
事
案
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
被
売
渡
人
あ
る
い
は
転
得
者
に
対
し
て
土
地
所
有
権
確
認
、
登
記
抹
消
、
建
物
収
去
・
土

地
明
渡
等
の
請
求
、
国
に
対
し
て
処
分
取
消
、
登
記
抹
消
、
ま
た
被
売
渡
人
に
時
効
取
得
さ
れ
た
場
合
の
予
備
的
請
求
と
し
て
土
地
所
有

権
喪
失
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
る
例
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
被
売
渡
人
の
取
得
時
効
が
完
成
せ
ず
に
、
被
買
収
者
な
い

し
旧
所
有
者
が
自
己
の
権
利
を
保
全
で
き
た
場
合
に
も
、
土
地
を
取
戻
す
ま
で
の
間
に
蒙
っ
た
損
失
、
原
状
回
復
に
要
し
た
費
用
等
の
実

損
が
、
違
法
処
分
に
よ
り
直
ち
に
発
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
国
の
違
法
処
分
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
原
権
利
者
の
所
有
権
喪
失

を
招
来
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
処
分
の
適
法
・
有
効
な
こ
と
を
信
頼
し
て
土
地
を
占
有
す
る
被
売
渡
人
・
転
得
者
の
側
に
お
け
る
短
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

取
得
時
効
完
成
と
い
う
危
険
を
常
に
伴
う
も
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
以
外
に
も
処
分
後
売
渡
以
前
の
国
の
管
理
解
怠
や
第
三
者
の
行
為
、
事

変
等
に
よ
り
土
地
の
所
有
権
が
失
わ
れ
、
あ
る
い
は
財
産
的
価
値
を
失
う
危
険
が
あ
り
う
る
こ
と
は
、
前
記
判
例
事
案
か
ら
も
う
か
が
わ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
被
買
収
者
な
い
し
旧
所
有
者
は
、
違
法
買
収
に
よ
り
、
土
地
の
事
実
上
の
利
用
・
収
益
・
処
分
を
妨
げ
ら

れ
、
そ
の
原
状
回
復
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
と
い
う
点
で
、
す
で
に
直
接
、
第
一
次
的
損
害
を
蒙
る
の
で
あ
り
、
こ
の
損
害
は
、
将
来

の
取
得
時
効
完
成
等
に
よ
り
、
所
有
権
喪
失
と
い
う
最
高
限
の
、
原
状
回
復
不
能
な
損
害
に
ま
で
発
展
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
も
の

で
あ
る
．
こ
の
意
味
で
、
違
法
買
収
処
分
は
、
被
買
収
者
に
と
っ
て
、
当
初
よ
り
所
有
権
喪
失
の
損
害
を
内
蔵
し
て
い
る
も
の
で
、
取
得

時
効
完
成
時
に
こ
れ
が
具
体
的
に
顕
現
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
え
よ
う
。
被
売
渡
人
・
転
得
者
の
側
の
損
害
は
、
被
買
収
者
・
旧
所
有

者
側
の
損
害
と
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
売
渡
処
分
時
以
降
に
お
い
て
、
適
法
・
有
効
に
取
得
し
た
も
の
と
信
じ
た
所
有
権
を
取
得
で
き
ず
、

既
に
投
下
し
た
費
用
を
無
駄
に
し
、
さ
ら
に
被
買
収
者
・
旧
所
有
者
ら
の
原
状
回
復
に
応
ず
る
べ
き
負
担
を
1
取
得
時
効
完
成
に
よ
り

こ
の
危
険
・
損
害
が
治
癒
さ
れ
な
い
限
り
ー
負
う
こ
と
に
な
る
．
こ
の
よ
う
な
違
法
処
分
に
よ
る
損
害
発
生
の
態
様
か
ら
考
え
る
と
、

損
害
発
生
時
起
算
と
い
う
論
理
は
、
被
買
収
者
・
旧
所
有
者
の
損
害
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
取
得
時
効
完
成
時
（
所
有
権
喪
失
時
）
起
算
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
（
従
っ
て
こ
の
時
点
を
遡
及
さ
せ
る
と
い
う
技
巧
も
不
要
）
、
将
来
予
想
さ
れ
る
所
有
権
喪
失
の
危
険
を
は
ら
む
直
接

の
損
害
発
生
時
と
し
て
、
買
収
処
分
時
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
関
連
継
続
す
る
一
体
の
手
続
と
し
て
の
売
渡
処
分
時
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
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と
思
わ
れ
る
．

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
不
法
行
為
の
類
型
と
し
て
は
、
本
系
列
に
お
け
る
国
の
違
法
処
分
は
、
買
収
・
売
渡
処
分
と
い
う
加
害
行
為
か
ら

直
ち
に
損
害
（
将
来
の
予
想
さ
れ
る
損
害
を
含
む
）
が
発
生
す
る
、
単
一
行
為
型
①
ぎ
導
菖
碧
U
＆
騨
①
の
不
法
行
為
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、

こ
の
類
型
に
お
い
て
は
、
加
害
行
為
と
損
害
発
生
と
の
関
連
性
か
ら
、
二
〇
年
期
間
の
起
算
点
を
加
害
行
為
時
、
損
害
発
生
時
い
ず
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

解
し
て
も
、
大
差
の
な
い
結
論
に
至
る
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
被
害
者
に
お
け
る
権
利
行
使
の
可
能
性
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
加
害
行
為
が
な
さ
れ
、
何
等
か
の
損
害
が
す
で
に
発
生
し
て
い
て
も
、

被
害
者
が
処
分
の
違
法
・
有
責
性
や
損
害
発
生
事
実
を
認
識
で
き
ず
、
そ
の
権
利
行
為
が
常
に
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と

は
、
上
記
判
例
事
案
に
も
屡
々
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
行
使
の
困
難
あ
る
い
は
権
利
保
全
の
行
為
の
期
待
可
能
性
と
い
う
問
題

は
、
二
〇
年
期
間
を
時
効
と
解
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
起
算
点
の
決
定
、
時
効
進
行
・
完
成
の
停
止
あ
る
い
は
援
用
の
権
利
濫
用
と
い

っ
た
場
面
で
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
除
斥
期
間
説
の
立
場
で
は
、
少
く
と
も
本
系
列
の
判
例
の
範
囲
で
は
、
こ
れ
を
問
題
視
し

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
二
〇
年
の
期
間
が
か
な
り
長
期
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
被
害
者
の
権
利
保
護
に
は
充
分
で
あ
る
、

と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
の
帰
結
は
、
本
系
列
事
案
の
特
質
か
ら
し
て
、
除
斥
期
間
ー
原
因
行
為
時
起
算
、
時
効
－
原
因
行
為
時
起
算
、
時
効
r
損

害
発
生
時
起
算
、
い
ず
れ
の
理
論
構
成
か
ら
も
、
多
く
の
事
例
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
様
の
解
決
が
一
応
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
互

に
他
の
理
論
を
克
服
す
る
き
め
手
を
欠
く
結
果
と
し
て
、
多
種
多
彩
な
判
例
理
論
が
拮
抗
対
峙
す
る
現
況
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
上
記
判
例
理
論
の
多
様
性
を
、
同
一
の
結
論
に
至
る
等
価
値
な
理
論
構
成
と
し
て
受
け
容
れ
る
べ
き

か
、
あ
る
い
は
、
あ
る
べ
ぎ
一
つ
の
綜
合
的
理
論
の
定
立
が
可
能
で
あ
り
望
ま
し
い
か
、
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
、
上
記
判
例
は
、
断
片
的
な
が
ら
も
重
要
な
い
く
つ
か
の
論
点
を
、
す
で
に
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、
原
因
行
為
時
起
算
と
い
う
思
考
は
、
元
来
損
害
発
生
の
原
因
と
し
て
、
一
定
の
明
確
単
純
な
完
結
的
行
為
を
予
定
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
現
実
の
加
害
行
為
は
、
多
く
他
の
与
件
と
競
合
・
連
絡
し
、
連
続
・
継
続
す
る
多
様
な
態
容
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
被
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

者
と
の
か
か
わ
り
も
一
様
で
は
な
い
（
上
記
判
例
事
案
に
お
け
る
不
作
為
に
よ
る
加
害
、
被
害
者
と
の
関
係
に
お
け
る
行
為
の
多
面
性
等
参
照
）
。

　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

「
事
実
上
加
害
行
為
が
な
さ
れ
た
時
」
の
判
断
は
、
容
易
で
は
な
く
、
実
際
に
判
例
の
判
定
も
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
二
〇
年
期
間

を
時
効
、
除
斥
期
間
い
ず
れ
に
解
す
る
と
し
て
も
、
原
因
行
為
時
起
算
を
と
る
限
り
は
、
上
記
の
難
点
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ

て
、
行
為
時
起
算
の
論
理
を
維
持
す
る
以
上
は
、
加
害
態
容
の
分
析
を
更
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。
反
面
、
損
害
発
生
時
起
算

の
立
場
に
お
い
て
も
、
上
記
の
所
有
権
喪
失
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
起
算
点
を
決
定
す
る
意
味
で
の
「
損
害
」
は
、
必
ら
ず
し
も
一

義
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
損
害
の
性
質
・
内
容
を
被
害
情
況
に
則
し
て
具
体
的
事
例
ご
と
に
検
討
す
る
課
題
が
あ
る
．

　
そ
し
て
最
後
に
、
除
斥
期
間
か
時
効
か
と
い
う
期
間
の
性
質
決
定
の
問
題
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
除
斥
期
間
説
の
判
例
が
強
調
す
る
「
画

一
的
に
で
き
る
だ
け
速
か
に
法
律
関
係
の
安
定
を
は
か
る
」
必
要
性
と
は
、
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
し
、

か
か
る
法
律
関
係
の
迅
速
安
定
と
い
う
利
益
の
存
在
を
仮
定
し
て
も
、
そ
の
利
益
を
、
当
事
者
の
意
思
（
援
用
・
放
棄
）
を
排
除
し
、
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
ロ

害
者
の
権
利
行
使
の
可
能
性
（
停
止
・
中
断
）
を
無
視
し
て
ま
で
一
律
に
実
現
す
る
合
理
性
が
あ
る
か
ど
う
か
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

ま
た
、
か
か
る
迅
速
安
定
の
要
請
が
、
「
か
な
り
長
期
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
二
〇
年
期
間
と
ど
の
よ
う
に
し
て
折
合
い
が
つ
く
の
か
（
こ
の

疑
問
は
、
除
斥
期
間
説
が
損
害
発
生
時
起
算
論
と
連
結
す
る
と
、
さ
ら
に
増
大
す
る
）
は
、
基
本
的
な
立
法
政
策
と
し
て
の
疑
問
で
も
あ
る
。

　
筆
者
は
時
効
説
に
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
も
、
「
不
法
行
為
ノ
時
」
よ
り
二
〇
年
と
い
う
七
二
四
条
後
段
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

定
は
、
加
害
行
為
と
損
害
と
い
う
不
法
行
為
法
の
基
本
的
理
解
に
か
か
わ
る
と
と
も
に
、
債
権
一
〇
年
と
い
う
原
則
期
間
を
と
る
わ
が
時

効
制
度
の
構
造
全
体
の
中
の
位
置
づ
け
と
立
法
の
特
質
の
理
解
に
連
な
る
重
要
な
課
題
と
し
て
、
よ
り
広
い
視
野
に
お
い
て
再
検
討
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
手
が
か
り
を
求
め
て
、
本
稿
は
、
違
法
買
収
・
売
渡
処
分
関
係
の
判
例
を
考
察
し
た
．
他
系

列
事
案
の
検
討
は
続
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
．
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（
1
）
　
こ
の
結
果
か
ら
み
て
、
各
事
案
に
お
い
て
請
求
が
容
認
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
起
算
点
の
決
定
で
あ
っ
て
、
時
効

　
か
除
斥
期
間
か
の
性
質
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
（
前
掲
成
田
評
釈
四
四
頁
）
と
い
う
総
括
も
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
う
考
え
な
い
。
援

用
・
放
棄
・
中
断
・
停
止
と
い
っ
た
点
が
問
題
と
さ
れ
ず
、
単
に
起
算
点
の
み
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
事
案
で
は
．
一
定
期
間
の
満
了
・
未
了
の
み

が
直
接
の
問
題
と
な
り
、
期
間
の
性
質
論
が
背
景
に
退
く
の
は
自
然
の
こ
と
で
、
期
問
の
性
質
を
明
示
し
な
い
判
例
の
多
く
は
、
二
〇
年
を
時
効
、

除
斥
期
間
い
ず
れ
に
解
す
る
に
せ
よ
結
論
が
変
わ
ら
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
直
接
に
起
算
点
の
み
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
も
、
起
算

点
決
定
基
準
（
例
え
ば
「
事
実
上
加
害
行
為
が
な
さ
れ
た
時
」
）
が
期
間
の
法
的
性
質
論
か
ら
導
か
れ
て
い
る
こ
と
は
上
記
判
例
理
論
か
ら
明
ら
か

　
に
読
み
と
れ
る
し
、
期
間
未
了
を
時
効
中
断
と
扱
う
④
、
損
害
発
生
時
を
起
算
点
決
定
の
要
因
と
す
る
⑦
⑨
、
権
利
行
使
の
機
会
確
保
が
問
題
と
さ

れ
た
⑩
⑬
⑳
、
権
利
濫
用
が
問
題
と
な
っ
た
⑭
⑲
，
援
用
の
有
無
を
上
告
理
由
と
し
た
⑮
等
々
の
事
案
で
は
、
二
〇
年
期
間
の
性
質
決
定
は
不
可
避

　
の
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
2
）
　
特
殊
な
例
と
し
て
は
、
処
分
の
一
方
の
相
手
方
が
、
国
の
違
法
処
分
に
関
連
・
共
同
し
て
、
他
方
相
手
方
に
対
し
て
不
法
行
為
の
責
を
負
う
場

　
合
が
あ
り
う
る
。

　
熊
本
地
判
・
昭
四
三
・
五
・
二
三
（
訟
務
一
四
・
九
・
九
八
一
）
は
、
虚
偽
の
申
告
等
に
よ
り
国
に
違
法
・
無
効
な
買
収
処
分
を
さ
せ
、
占
有
を

取
得
し
た
被
売
渡
人
に
、
国
と
被
売
渡
人
の
行
為
が
客
観
的
に
関
連
・
共
同
す
る
も
の
と
し
て
、
共
同
不
法
行
為
者
の
責
任
が
あ
る
と
す
る
。

（
3
）
　
違
法
な
買
収
・
売
渡
処
分
と
被
買
収
老
・
旧
所
有
老
の
所
有
権
喪
失
と
い
う
損
害
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い

　
て
は
、
取
得
時
効
が
原
始
取
得
で
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
議
論
が
あ
り
．
こ
れ
を
否
定
す
る
判
決
（
大
阪
高
判
・
昭
四
六
・
二
丁
二
一
判
時
六
六

六
・
五
七
）
も
あ
る
が
、
最
高
裁
は
こ
れ
を
肯
定
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
す
る
（
最
三
小
判
・
昭
五
〇
・
三
・
二
八
民
集
二
九
・
三
・
二
五
一
。

本
最
判
以
前
に
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
A
④
、
そ
の
控
訴
審
・
東
京
高
判
・
昭
五
〇
・
三
・
二
七
訟
務
二
一
・
五
・
九
八
二
．
函
館

地
判
・
昭
四
九
・
六
・
七
判
時
七
六
七
・
七
九
）
。

　
　
　
　
「
上
告
人
国
が
違
法
に
無
効
な
農
地
買
収
・
売
渡
処
分
を
行
っ
て
被
売
渡
人
に
該
農
地
を
引
き
渡
し
、
そ
の
占
有
を
得
さ
せ
、
被
売
渡
人
な

　
　
　
い
し
転
得
者
が
時
効
期
間
満
了
ま
で
占
有
を
継
続
し
て
右
農
地
の
所
有
権
を
時
効
に
よ
り
取
得
し
、
そ
の
結
果
被
買
収
者
が
そ
の
所
有
権
を
喪

　
　
失
し
そ
れ
に
よ
る
損
害
を
被
っ
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
は
上
告
人
国
の
違
法
な
農
地
買
収
・
売
渡
処
分
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
当
然
生
じ
な
か
っ

　
　
た
も
の
で
あ
り
、
右
損
害
の
発
生
は
違
法
行
為
の
時
に
通
常
予
測
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
上
告
人
国
の
右
違
法
行
為
と
被
買
収
者
の
被

　
　
　
っ
た
右
損
害
と
の
間
に
は
通
常
生
ず
べ
き
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
（
上
告
棄
却
）
。

　
買
収
・
売
渡
処
分
に
お
け
る
国
の
主
導
的
地
位
か
ら
み
て
、
こ
の
最
高
裁
判
旨
を
正
当
と
考
え
る
。
上
告
理
由
が
、
所
有
権
喪
失
は
取
得
時
効
の
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効
果
で
あ
っ
て
違
法
処
分
の
結
果
で
は
な
い
と
主
張
す
る
の
は
、
み
ず
か
ら
の
違
法
処
分
に
よ
っ
て
被
売
渡
人
に
お
け
る
取
得
時
効
の
要
件
事
実
を

積
極
的
に
作
出
し
た
国
の
責
任
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
上
告
理
由
が
不
法
占
拠
者
自
身
に
取
得
時
効
が
完
成
す
る
場
合
と
の
不
均
衡
を
説
く

点
も
、
不
法
占
拠
者
の
占
有
な
ら
ば
二
〇
年
の
取
得
時
効
期
間
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
善
意
・
無
過
失
の
被
売
渡
人
の
介
在
に
よ
っ
て
、
国
が
そ
れ
以

前
に
免
責
さ
れ
る
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
被
買
収
者
は
自
己
の
権
利
を
保
全
し
、
損
害
発
生
を
阻
止
で
ぎ
た
は
ず
だ
、
と
の
主
張
も
屡
々
国
側

　
か
ら
な
さ
れ
る
が
、
被
害
者
が
処
分
の
暇
疵
を
知
り
自
己
の
権
利
を
保
全
す
る
こ
と
が
実
際
に
は
容
易
で
な
い
場
合
の
多
い
こ
と
は
、
上
記
判
例
の

示
す
と
お
り
で
あ
る
．
と
く
に
こ
の
最
判
事
案
で
は
民
法
改
正
に
伴
う
相
続
制
度
の
変
化
が
、
被
買
収
者
の
権
利
行
使
を
困
難
と
し
た
事
情
が
認
め

　
ら
れ
る
。

（
4
）
　
加
害
行
為
の
各
種
類
型
と
時
効
起
算
点
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
で
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
継
続
的
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
権
の
時
効
起
算
点
」
口
法
研
四
八
・
一
一
・
五
四
参
照
。

（
5
）
　
前
掲
浅
野
判
批
五
五
頁
は
、
除
斥
期
間
説
を
と
り
つ
つ
損
害
発
生
時
起
算
を
と
る
解
釈
の
可
能
性
を
示
さ
れ
、
損
害
の
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
は
、

起
算
点
が
損
害
額
の
具
体
化
し
た
時
に
ま
で
く
り
下
が
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
点
を
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
教
授
は
、
現
実
の
不
法
行
為
は
多

様
で
あ
り
、
起
算
点
を
原
因
加
害
行
為
時
ー
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
、
ど
こ
か
に
無
理
を
生
じ
さ
せ
る
こ

　と

に
な
る
難
点
が
あ
る
と
説
か
れ
る
。

（
6
）
　
前
掲
成
田
評
釈
一
二
七
頁
は
、
売
渡
処
分
時
を
起
算
点
と
す
る
判
旨
に
つ
い
て
、
売
渡
処
分
時
は
、
土
地
に
対
す
る
違
法
な
干
渉
・
接
触
が
さ

れ
た
一
連
の
経
過
の
中
間
点
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
別
個
に
取
出
す
積
極
的
理
由
は
な
い
と
批
判
さ
れ
、
一
般
論
と
し
て
は
、
土
地
が
時
効
取

得
さ
れ
る
発
端
と
し
て
の
違
法
な
干
渉
・
接
触
が
な
さ
れ
た
時
点
と
し
て
買
収
時
起
算
説
を
支
持
さ
れ
る
。
法
律
関
係
の
迅
速
安
定
と
い
う
除
斥
期

間
説
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ぽ
、
一
連
の
加
害
行
為
の
始
点
か
ら
起
算
す
る
こ
と
も
、
そ
の
結
果
の
妥
当
性
は
さ
て
お
き
、
可
能
な
選
択
の
は
ず
で
あ
る
。

（
7
）
　
前
掲
徳
本
論
文
は
、
A
⑭
⑮
、
C
①
、
E
①
の
各
事
例
に
つ
い
て
、
除
斥
期
間
説
と
時
効
説
と
の
具
体
的
適
用
結
果
を
検
討
さ
れ
る
．
と
く
に

公
平
の
観
点
か
ら
、
教
授
は
法
的
安
定
と
い
う
公
益
的
要
請
に
対
す
る
当
事
者
意
思
の
優
位
を
指
摘
さ
れ
る
（
二
五
三
）
。

（
8
）
　
従
来
学
説
が
一
般
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
前
提
と
す
る
民
法
一
六
七
条
一
項
所
定
の
債
権
一
〇
年
の
期
間
の
、
わ
が
民
法
時
効
法
に
お
け
る

　
『
原
則
」
性
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
疑
義
が
あ
る
が
、
こ
の
間
題
の
検
討
は
、
同
条
の
成
立
過
程
を
扱
う
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。
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